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告示 
 

甲府市告示第１５８号 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき、一般廃棄物の処理実施計画を定めたので、

甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年条例第２２

号。以下「条例」という。）第６条第２項の規定により別紙のとおり告示する。  

 

  平成３１年４月１日 

 

                甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１５９号  

  

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１０条第１項の規定によって決定し

た平成３１年度の固定資産の価格等について、同法第４１１条第１項の規定により、

固定資産課税台帳に登録した。  

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１６０号  

 

 次の公印を新調し登録したので、甲府市公印規則第１４条の規定により、これを  

告示する。 

 

  平成３１年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 新調した公印 

 （１）種別  一般公印 

 （２）名称  部長等印 

 （３）ひな形 １３ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２４ｍｍ 

 （６）印材  木 

 （７）用途  部長等名をもってする文書 

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

         （まちづくり部） 

２ 新調した公印 

 （１）種別  一般公印 

 （２）名称  保健所印 

 （３）ひな形 １５の２ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２１ｍｍ 

印  影 
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 （６）印材  木 

 （７）用途  保健所名をもってする文書の契印 

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

３ 新調した公印 

 （１）種別  一般公印 

 （２）名称  保健所長印 

 （３）ひな形 １５の３ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２１ｍｍ 

 （６）印材  木 

 （７）用途  保健所長名をもってする文書 

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

４ 新調した公印 

 （１）種別  一般公印 

 （２）名称  感染症診査協議会委員長印 

 （３）ひな形 ２２の９ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２１ｍｍ 

 （６）印材  木 

 （７）用途  感染症診査協議会委員長名をもってする文書 

印  影 

印  影 
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 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

５ 新調した公印 

 （１）種別  専用公印 

 （２）名称  市長印 

 （３）ひな形 ２７の５ 

 （４）書体  楷書 

 （５）寸法  方６ｍｍ 

 （６）印材  ゴム（硬質） 

 （７）用途  特定医療費（指定難病）医療受給者証の変更確認に使用する印 

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

６ 新調した公印 

 （１）種別  専用公印 

 （２）名称  保健所専用市長印 

 （３）ひな形 ３０の２ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２１ｍｍ 

 （６）印材  木 

 （７）用途  休日等に緊急やむを得ず発する必要がある許可、取消、停止等に

関する文書、保健所業務の許可等に関する諸証明  

 （８）個数  １個 

印  影 

印  影 
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７ 新調した公印 

 （１）種別  専用公印 

 （２）名称  保健所専用市長職務代理者印 

 （３）ひな形 ３８の２ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２１ｍｍ 

 （６）印材  木 

 （７）用途  市長職務代理者のとき、市長印に準じて用いる。  

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

８ 公印の登録日 平成３１年４月１日 

印  影 

印  影 
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  甲府市告示第１６１号  

 

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第６条の１３第１項の規定による医療安全

支援センターを設置したので、同条第２項の規定により公示する。  

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 医療安全支援センターの名称 

  甲府市医療安全相談コーナー 

２ 医療安全支援センターの所在地  

  甲府市相生２丁目１７番１号 
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甲府市告示第１６２号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条１項の規定により、次

のとおり収納事務の委託をしたので、同条第２項の規定により告示する。  

 

  平成３１年４月１日 

 

                甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 収納事務委託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  レッドホースコーポレーション株式会社  

  東京都江東区豊洲三丁目２番２４号豊洲フォレシア９階  

２ 収納事務を委託する歳入 

  寄附金歳入（ふるさと納税に係るものに限る。）  

３ 収納事務を委託する期間 

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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                          甲府市告示第１６３号 

                                      

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条１項の規定により、次

のとおり収納事務の委託をしたので、同条第２項の規定により告示する。 

 

  平成３１年４月１日 

                                      

甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 収納事務委託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社さとふる 

  東京都中央区京橋二丁目２番１号 

２ 収納事務を委託する歳入 

  寄附金歳入（ふるさと納税に係るものに限る）  

３ 収納事務を委託する期間 

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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                          甲府市告示第１６４号 

                                      

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定により、次

のとおり指定代理納付者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０日

規則第１号）第５１条第５項の規定により告示する。  

 

  平成３１年４月１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地  

  ＫＤＤＩ株式会社 

  東京都千代田区飯田橋３丁目１０番１０号ガーデンエアタワー  

２ 指定代理納付者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（ふるさと納税に係るものに限る） 

３ 指定代理納付者に代理納付させる期間 

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで  
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甲府市告示第１６５号  

                                      

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定により、次

のとおり指定代理納付者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０日

規則第１号）第５１条第５項の規定により告示する。  

 

  平成３１年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地  

  ＳＢペイメントサービス株式会社 

  東京都港区東新橋１丁目９番２号汐留住友ビル２５階 

２ 指定代理納付者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（ふるさと納税に係るものに限る） 

３ 指定代理納付者に代理納付させる期間 

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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甲府市告示第１６６号 

 

                                      

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定により、次

のとおり指定代理納付者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０日

規則第１号）第５１条第５項の規定により告示する。 

 

  平成３１年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地  

  ヤフー株式会社 

  東京都千代田区紀尾井町１－３ 

  東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー 

２ 指定代理納付者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに  

  限る） 

３ 指定代理納付者に代理納付させる期間 

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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甲府市告示第１６７号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定により、次

のとおり指定代理納付者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０日

規則第１号）第５１条第５項の規定により告示する。  

 

  平成３１年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社イーコンテクスト 

  東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７号デジタルゲートビル５階  

２ 指定代理納付者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（ふるさと納税に係るものに限る） 

３ 指定代理納付者に代理納付させる期間 

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで  
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                          甲府市告示第１６８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定により、次

のとおり指定代理納付者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０日

規則第１号）第５１条第５項の規定により告示する。  

 

  平成３１年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地  

  楽天株式会社 

  東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号楽天クリムゾンハウス 

２ 指定代理納付者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（ふるさと納税に係るものに限る） 

３ 指定代理納付者に代理納付させる期間 

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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                          甲府市告示第１６９号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  平成３１年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第１７０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により、

次のとおり包括外部監査契約を締結した。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 包括外部監査契約の期間の始期  

  平成３１年４月１日 

２ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法  

  基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算  

３ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所  

⑴氏 名  柴山 聡 

⑵住 所  甲府市上阿原町１１２４番地 

４ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法  

  監査の結果に関する報告の提出後の一括払い及び必要に応じて行う前金払い  
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        甲府市告示第１７１号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により予防接種を実施する

ため、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告す

る。 

 

平成３１年４月１日 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 実施内容 

期間：２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日 

種類 対象者 場所 

B 型肝炎 生後１歳に至るまでの間にある者  

定期接種市

内指定医療

機関 

一覧（別掲） 

Hib（ヒブ） 
初回 生後２月から生後６０月に至

るまでの間にある者 追加 

小児の肺炎球菌 
初回 生後２月から生後６０月に至

るまでの間にある者 追加 

四種混合 

（DPT‐IPV） 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

第１期初回 
生後３月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

 第１期追加 

単独不活化ポリ

オ 

第１期初回 生後３月から生後９０月に至

るまでの間にある者 第１期追加 

BCG 生後１歳に至るまでの間にある者  

麻しん風しん混合 

（MR） 

麻しん単独 

風しん単独 

第１期 
生後１２月から生後２４月に

至るまでの間にある者 

第２期 
５歳以上７歳未満であって小

学校就学前の１年間にある者  

水痘 
生後１２月から生後３６月に至るまでの間

にある者 

日本脳炎 

第１期初回 
生後６月から生後９０月に至

るまでの間にある者 第１期追加 

日本脳炎 第２期 ９歳以上１３歳未満の者 
定期接種市

内指定医療
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特例※１ 

平成７年４月２日から平成  

２１年１０月１日の間に生ま

れた者 

機関 

一覧（別掲） 

二種混合（DT） 

ジフテリア 

破傷風 

第２期 １１歳以上１３歳未満の者  

子宮頸がん 

１２歳となる日の属する年度の初日から 

１６歳となる日の属する年度の末日までの

間にある女子 

高齢者肺炎球菌 

・平成３１年度に６５歳、７０歳、７５歳、

８０歳、８５歳、９０歳、９５歳及び１００ 歳

以上となる者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心

臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺

の日常生活行動が極度に制限される程度の

障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイル

スにより、免疫の機能に日常生活がほとん

ど不可能な程度の障がいを有する者（身体

障害者手帳１級相当） 

高齢者肺炎

球菌予防接

種市内指定

医療機関一

覧（別掲） 

風しん 第５期 

昭和３７年４月２日から昭和

５４年４月１日までの間に生

まれた男性 

市内の医療

機関等一覧

表（別掲） 

※１ 平成１７年５月３０日から平成２２年３月３１日にかけての積極的勧奨の差

し控えにより、日本脳炎の定期接種を受ける機会を逸した者への救済措置。 

２ 予防接種を受けることが適当でない者 

（１）明らかな発熱を呈している者  

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

（３）当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈し

たことが明らかな者 

（４）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者  
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   甲府市告示第１７２号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件の

一般競争入札を執行する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     業務委託 第５号 

（２）業務名称     市営林道維持管理業務委託 

（３）履行期間     契約締結日から平成３２年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）林道維持管理業務の受託実績を有する者又は平成２０年４月１日以降に本市林道

工事の受託実績を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその

役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」及

び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受

けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。また、

不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経過してい

ること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなされて

いる者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格

の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成３１年４月１日（月）～平成３１年４月９日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
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午前９時００分～午後５時００分 

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。ただし、甲府市ホームペー

ジ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募））から

情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成３１年４月１日（月）～平成３１年４月９日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３１年４月１６日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／１１０に相当

する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記

載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げるいず

れかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国（公

社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回

以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこ

ととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１７３号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５２１７ 

２ 事業所の名称      ケアステーション新日本 

３ 事業所の所在地      甲府市落合町５６８番地５ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

              代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類      訪問介護 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１７４号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項及び介護保険法第１１５

条の２第１項の規定に基づく指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事

業者として次の者を指定したので、同法第７８条及び第１１５条の１０の規定によ

り公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５２２５ 

２ 事業所の名称      ケアステーション新日本 

３ 事業所の所在地      甲府市落合町５６８番地５ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

              代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類      （介護予防）福祉用具貸与 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 

- 26 -



甲府市告示第１７５号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５２０９ 

２ 事業所の名称      デイサービス昴 

３ 事業所の所在地      甲府市徳行５丁目１２番５２号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市武田二丁目１３番１８号 

              有限会社 アルファー･キッド 

              代表取締役 保坂 はるみ 

５ サービスの種類      通所介護 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１７６号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００７４３ 

２ 事業所の名称      あい山城 

３ 事業所の所在地     甲府市上今井町５７１番地４ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

          代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類     地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１７７ 号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００７５０ 

２ 事業所の名称      あい上町 

３ 事業所の所在地     甲府市小瀬町７７２番地２ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

          代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類     地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス）  

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１７８号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００７６８ 

２ 事業所の名称      あい小瀬泉 

３ 事業所の所在地     甲府市小瀬町７７７番地１ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

          代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類     地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス）  

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１７９号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０８０００６０ 

２ 事業所の名称      あい常永 

３ 事業所の所在地     中巨摩郡昭和町河西１６１５番地２ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

              代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類     地域密着型通所介護 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１８０号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９１７００１７８ 

２ 事業所の名称      あい下今井 

３ 事業所の所在地     甲斐市下今井２６８９番地３ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

              代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類     地域密着型通所介護 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１８１号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９１７００１５２ 

２ 事業所の名称      あい響が丘 

３ 事業所の所在地     甲斐市龍地３０６６番地１ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

              代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類     地域密着型通所介護 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 

 

 

- 33 -



甲府市告示第１８２ 号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９１７００１８６ 

２ 事業所の名称      あい竜王丘 

３ 事業所の所在地     甲斐市西八幡８６９番地 

４ 当該事業所の申請者     甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

              代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類     地域密着型通所介護 

６ 指定年月日          平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１８３号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第３の規定に基づき指定介護予防訪問介護相当サービス事業者と

して次の者を指定したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０５２１７ 

２ 事業所の名称      ケアステーション新日本 

３ 事業所の所在地     甲府市落合町５６８番地５ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市落合町５６８番地５ 

              株式会社 ケアステーション新日本 

代表取締役 山口 和彦 

５ サービスの種類       介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス）  

６ 指定年月日              平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１８４号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名      社会福祉法人 園樹会 

２ 事業者の所在地   山梨県甲府市向町２７７番地 

３ 事業所名      虹の色 

４ 事業所の所在地    山梨県甲府市向町２８４番地８ 

５ 事業の種類     生活介護 

６ 主たる対象者     特定なし 

７ 指定事業所番号   １９１０１０２５０６ 

８ 指定年月日     平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１８５号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     特定非営利活動法人 

障害者地域生活サポート・オリーブ  

２ 事業者の所在地  山梨県甲府市増坪町８０番地１ 

３ 事業所名     ケアホーム・オリーブ第１（増坪）  

４ 事業所の所在地  山梨県甲府市増坪町８０番地１ 

５ 事業の種類    短期入所 

６ 主たる対象者   知的障害者・身体障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０２５１４ 

８ 指定年月日    平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１８６号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     特定非営利活動法人 

障害者地域生活サポート・オリーブ  

２ 事業者の所在地  山梨県甲府市増坪町８０番地１ 

３ 事業所名     ケアホーム・オリーブ第二（古上条） 

４ 事業所の所在地  山梨県甲府市古上条町３９８番地１０ 

５ 事業の種類    短期入所 

６ 主たる対象者   知的障害者・身体障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０２５２２ 

８ 指定年月日    平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１８７号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社スマイルサポート 

２ 事業者の所在地  山梨県山梨市北２５番地 

３ 事業所名     ベイス 

４ 事業所の所在地  山梨県甲府市川田町９２８番地 

５ 事業の種類    自立訓練（生活訓練） 

６ 主たる対象者   知的障害者・精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０２５３０ 

８ 指定年月日    平成３１年４月１日 
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甲府市告示第１８８号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人 忠恕会 

２ 事業者の所在地  山梨県山梨市大野１５５１番地１  

３ 事業所名     山梨クリナース酒折 

４ 事業所の所在地  山梨県甲府市横根町１５０番地１  

５ 事業の種類    就労定着支援 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９１０１００８４９ 

８ 指定年月日    平成３１年４月１日 
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                          甲府市告示第１８９号 

 

 子ども･子育て支援法附則第６条第５項及び甲府市特定教育･保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則第３条第３項の規定に基づき、

利用者負担額の収納事務を次のとおり保育所に委託したので、子ども･子育て支援法

施行令附則第８条第１項の規定により告示する。 

 

  平成３１年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 委託する相手方 

   別紙の平成３１年度利用者負担額収納事務受託者（保育所代表者）一覧表  

のとおり 

２ 委託する期間 

   平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

３ 委託する事務 

   利用者負担額の収納事務 
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甲府市告示第１９０号 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けた

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。  

 

平成３１年４月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 施行者の名称  山梨県 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

甲府都市計画道路事業 ３・４・１０号 高畑町昇仙峡線 

３ 事業計画 

   イ 事業地 

   （１）収用の部分 山梨県甲府市千塚四丁目、千塚五丁目、山宮町地内 

   （２）使用の部分 なし 

   ロ 設計の概要 

    起  点  山梨県甲府市千塚四丁目３１５６番８地先  

    終  点  山梨県甲府市千塚四丁目３４９７番１地先  

    延  長  ３２７ｍ 

    幅  員  １６ｍ 

    車線の数  ２車線 

   ハ 事業施行期間 

    自 認可告示日 

    至 平成３８年３月３１日 

４ 縦覧場所    甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 
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甲府市告示第１９１号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書の提出を招請する。 

 

平成３１年４月４日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市認知症カフェ運営事業 

２ 業務概要  

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができ  

る「認知症カフェ」を開設し運営する。  

３ 募集エリア 

  認知症カフェの実施場所は、次のエリア内とし、各エリア概ね 1 か所とする。 

  甲府市南東地域包括支援センター支援エリア  

  甲府市西包括支援センター支援エリア 

  甲府市南西地域包括支援センター支援エリア  

  甲府市南地域包括支援センター支援エリア  

  甲府市北東地域包括支援センター支援エリア  

  甲府市北西地域包括支援センター支援エリア  

  甲府市中央地域包括支援センター支援エリア  

  甲府市笛南包括支援センター支援エリア  

４ 事業期間 

  平成３１年６月１日～平成３２年３月３１日 

  ただし、委託業務の実施状況が良好である場合、委託期間終了後１年間は今回

の契約事業者と継続して単年度ごとに契約できるものとする。  

５ 参加資格要件  

次の全ての条件を満たす者とする。  

（１）甲府市内に所在し、別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能  

な法人であること。 

（２）事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できることを市長 

が認める法人であること。 

（３）事業実施中に生じた事故等に対応可能な保険に加入できる法人であること。  

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（５）甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に規定す  

る暴力団員等でないこと。 

（６）市税を滞納していない法人であること。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず  

れにも該当していないこと。 
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（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。  

（９）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。 

６ 募集要領等の配布 

配布期間：平成３１年４月４日（木）～４月１０日（水） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

配布場所：甲府市福祉保健部長寿支援室介護予防課 

山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎２階 ④介護予防課窓口 

配布方法：直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

７ 公募申込書等の提出期間及び提出場所  

提出期間：平成３１年４月１０日（水）～４月２４日（水） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

提出場所：甲府市福祉保健部長寿支援室介護予防課 

山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎２階④介護予防課窓口 

 ８ スケジュール（予定） 

  告示        平成３１年４月 ４日（木） 

  募集要領等の配布  平成３１年４月 ４日（木）～１０日（水） 

  質問書の受付    平成３１年４月 ４日（木）～１０日（水）午後５時 

  質問書の回答    平成３１年４月１０日（水）～１６日（火）※順次回答 

  公募申込書等の提出 平成３１年４月１０日（水）～２４日（水） 

  提出期限      平成３１年４月２４日（水）午後５時 

実地調査      平成３１年５月 ７日（火）～１０日（金） 

  選定結果通知発送  平成３１年５月２０日（月）～２１日（火） 

  業務委託契約締結  平成３１年６月 １日（土） 

９ 連絡先 

甲府市福祉保健部長寿支援室介護予防課医療介護支援係 

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４ 

ＦＡＸ：０５５－２３６－０１１８ 
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甲府市告示第１９２号                             

                                        

 土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。）第二十四条

第一項の規定により、国土交通省関東地方整備局長から事業認定申請書及びその添

附書類の写しの送付を受けたので、同条第二項の規定により、これを公衆の縦覧に

供するため次のとおり公告する。  

  なお、事業の認定について利害関係を有する者は、法第二十三条の規定により、

縦覧期間内に限り国土交通省関東地方整備局長に土地収用法施行規則第四条の規定

に従って、公聴会開催請求書を提出することができ、また、法第二十五条の規定に

より、縦覧期間内に限り山梨県知事に意見書を提出することができ、当該意見書は

国土交通省関東地方整備局長あてに送付されるので、留意されたい。                                            

                                        

平成３１年４月５日                           

                                        

甲府市長 樋 口 雄 一    

                                        

                                        

１ 起業者の名称  山梨県                     

２ 事業の種類   一般国道１４０号改築工事（新山梨環状道路東部区間Ⅰ期・

山梨県甲府市小曲町字河原地内から同市落合町字曽根地内ま

で）                         

３ 起業地    （イ）収用の部分  山梨県甲府市小曲町字河原、字ゴンズ及

び字外ゴンズ並びに落合町字曽根及び

字田通地内     

         （ロ）使用の部分  山梨県甲府市小曲町字河原、字ゴンズ及

び字外ゴンズ並びに落合町字曽根及び

字田通地内 

４ 縦覧場所    甲府市役所まちづくり部まち整備室都市計画課                   

５ 縦覧期間    公告の日から平成３１年４月１９日まで                  
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                          甲府市告示第１９３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３１年４月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市下今井町字村東６５２番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   南巨摩郡富士川町長澤２２４番地１ 

   芦 澤 公 彦 
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                          甲府市告示第１９４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３１年４月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称

甲府市大里町字中耕地４１４１ 番、４１４１番２、４１４２番、  

４１４２番２、４１４３番１、４１４３番２、４１４４番１、４１４４番４、

４１４４番５、４１４５番１から４１４５番６まで、４１４７番１から

４１４７番４まで、４１５０番１、４１５０番４、４１６１番１及び

４１６１番３から４１６１番６まで並びに字北耕地１８８０番３ 

 以上２７筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市後屋町４５２番地 

   株式会社クスリのサンロード 

代表取締役 樋 口 俊 英 
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                          甲府市告示第１９５号 

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第７第２項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事

業者として次の者の廃止届を受理したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  平成３１年４月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０４７２３ 

２ 事業所の名称       訪問介護ステーションキャロル 

３ 事業所の所在地      甲府市丸の内２丁目２４－８スミダビル２階 

４ 当該事業所の申請者    特定非営利活動法人 キャロル 

理事長 前嶋 均 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        平成３１年４月３０日 
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甲府市告示第１９６号 

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）  

第１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域

の自転車を撤去し、保管したので、第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条例施

行規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成３１年４月８日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

     ・甲府駅南口吉野家東 

     ・甲府駅南口舞鶴陸橋下 

     ・甲府駅南口駅前広場 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成３１年３月１９日（火） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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甲府市告示第１９７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３１年４月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     業務委託 第４３号 

（２）業務名称     甲府市斎場清掃業務 

（３）履行期間     平成３１年５月１日から平成３４年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

平成３１・３２年度における甲府市物品供給競争入札参加資格申請を提出し、

受理されている入札有資格者名簿の登録予定者で、次の条件をすべて満たす者

とする。 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の申請において、業種が「清掃」

で申請している者であること。  

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第１号に掲げる建築物清掃業若しくは同項第８号に掲げる

建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成３１年４月９日（火）～平成３１年４月１７日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３１年４月１０日（水）～平成３１年４月１７日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３１年４月２４日（水） 午前９時００分 

（２）場 所 甲府市役所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎７階（７－１会議室） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約 
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  本入札は、甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平

成１８年条例第３３号）に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該

契約に係る歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除

する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

- 52 -



                          甲府市告示第１９８号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した 

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３１年４月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第１６４３５号 

             充当通知書 市民発第１６４３４号 

２ 送達を受けるべき者  ( 省略 )   

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１９９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３１年４月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第１６８４２号 

             充当通知書 市民発第１６８４３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第２００号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３１年４月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第１５６５９号 

             充当通知書 市民発第１５６５８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第２０１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３１年４月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４２号 

（２）業務名称     平成３１年度 甲府市立地適正化計画策定業務委託  

（３）履行期間     契約締結日から平成３２年３月１８日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に認定を受けている本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）地方公共団体等が行う立地適正化計画策定業務を受託し、本委託業務と同様

の業務を履行した実績を有する者であること。  

（３）配置技術者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 

ア 担当技術者、管理技術者及び照査技術者は、技術士（総合技術監理部門－

建設－都市及び地方計画又は建設部門－都市及び地方計画）、シビルコンサ

ルティングマネージャ：RCCM（都市計画及び地方計画）、土木学会認定土

木技術者（特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者－調

査・計画）等の業務内容に応じた資格を有する技術者であり、日本語に堪能

（日本語通訳が確保できれば可）であること。 

  イ 担当技術者及び管理技術者は、人口２０万人以上の地方公共団体において、

立地適正化計画策定業務を担当し、計画策定した実績を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  
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（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３１年４月１０日（水）～平成３１年４月１９日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３１年４月１９日（金）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３１年４月１０日（水）～平成３１年４月１９日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３１年４月１９日（金）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３１年５月１４日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１、８－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
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なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）平成３０年度の業務において作成した立地適正化計画（骨子）の閲覧を希望

する場合、まちづくり部まちづくり総室総務課窓口にて閲覧可能とする。  

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２０２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３１年４月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）６１号 

（２）業務名称     公園便所清掃等業務委託 

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成３２年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給入札参加資格の認定において、「清掃」で登録され 

  ている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３１年４月１５日（月）～平成３１年４月２６日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３１年４月２６日（金）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３１年４月１５日（月）～平成３１年４月２６日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３１年４月２６日（金）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和元年５月１６日（木） 午後５時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす
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る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２０３号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。  

 

平成３１年 ４月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

（１）平成３１年度甲府市生活困窮者自立支援事業業務 

（自立相談支援事業訪問支援） 

（２）平成３１年度甲府市生活困窮者自立支援事業業務  

（一時生活支援事業） 

２ 業務概要 

平成２７年度に施行された生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）

では、自立相談支援事業及び住居確保給付金の必須事業とあわせ、地域の実情に

よりサービスを提供する任意事業により、生活困窮者を多面的に支援することと

され、生活困窮者の多様なニーズをいち早く把握し、それに対応する緊急的な支

援を行う必要があるとしている。 

本市では、必須事業である自立相談支援事業及び住居確保給付金支給事業に加

え、平成２８年度より生活困窮の早期発見・早期支援に努め、緊急的な自立支援

を行う必要があるため、自立相談支援事業内に訪問して支援を行う訪問支援事業

と、任意事業である一時生活支援事業を、業務委託にて実施している。 

平成３１年度においても本業務を行うが、受託者選定にあっては、豊富な経験

と独自のノウハウを持つ事業者から広く企画提案を募集する中で選定することが

有効であることから、公募型プロポーザル方式にて実施する。                      

３ 委託期間 

  平成３１年６月１日から平成３２年３月３１日とする。 

４ 参加資格 

  次の要件全てに該当する団体とする。 

（１）生活困窮者自立支援に類する取組実績があること。  

（２）市内に事務所を有すること。または、市内を活動エリアとすること。  

（３）市内で自主的に活動している営利を目的としない法人格を有する民間の団

体であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しないこと。 

（５）法人の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。  

（６）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定す

るもの）に該当しないこと。 
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（７）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定による

もの）に該当しないこと。 

５ 手続等 

（１）平成３１年度 甲府市生活困窮者自立支援事業業務委託事業者募集要項 

（以下「募集要項」という。）等の配布 

募集要項、仕様書及び各種様式等は、甲府市ホームページにて公表するの

で、適宜ダウンロードすること。  

（２）参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、募集要項を参

照すること。  

６ 連絡先 

  甲府市 福祉保健部 長寿支援室 生活福祉課 生活支援係 

  〒４００－８５８５ 甲府市丸の内１丁目１８番１号 

  ＴＥＬ：０５５－２３７－５７４２ 

  ＦＡＸ：０５５－２２８－４８８９  
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                          甲府市告示第２０４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３１年４月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市白井町字上河原５３７番１から５３７番１０まで 

以上１０筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市石和町四日市場１８４６番地１ 

   株式会社笛吹地所 

代表取締役 白 神 信 義 
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                          甲府市告示第２０５号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成３１年４月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第２０６号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３１年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         平成２９年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼決定通知書 

平成３０年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼決定通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市役所市民部市民総室国民健康保険課  
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甲府市告示第２０７号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

平成３１年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   小松町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
末 木 榊 山 本 隆 

代表者 

住 所 
甲府市小松町３８５番地 甲府市小松町４１９番地 

３ 変更年月日  平成３１年３月２１日 
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甲府市告示第２０８号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

平成３１年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   三葉自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
渡 辺 真 太 郎 塩 谷 幸 弘 

代表者 

住 所 
甲府市湯村１丁目４番３号 甲府市湯村１丁目１番１７号 

３ 変更年月日  平成３１年３月２４日 
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甲府市告示第２０９号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

平成３１年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   東下条町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
福 留 和 弘 秋 山 久 

代表者 

住 所 
甲府市東下条町３６１番地６ 甲府市東下条町６１番地１ 

３ 変更年月日  平成３１年３月１７日 
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甲府市告示第２１０号  

 

 甲府市契約規則(昭和５０年１２月規則第６６号)第５条の規定により、次の１件

の一般競争入札を執行する。 

 

平成３１年 ４月１７日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一     

 

１ 入札対象業務 

 ⑴入札番号     業務委託 第１０７号 

 ⑵業務名称     甲府市子ども・子育て支援計画策定業務 

 ⑶履行期間     契約締結日から２０２０年 ３月３１日まで 

 ⑷履行場所     仕様書による 

 ⑸業務内容     仕様書による 

 ⑹予定価格     公表しない 

 ⑺最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

 甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件を

すべて満たす者 

 ⑴平成３０年度までに「市町村子ども・子育て支援事業計画」又は「次世代育成

支援行動計画(次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画)」に関する計画策

定業務を受託し、履行した実績を有する者であること。 

 ⑵地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

 ⑶暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２

条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってそ

の役員が暴力団員でないこと。 

 ⑷この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」及

び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止

を受けている日が含まれている者でないこと。 

 ⑸入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。ま

た、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経

過していること。 

 ⑹会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立又は民事

再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく民事再生手続開始の申立がなされ

ている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参

加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

 ⑺市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

 ⑴配付期間 ２０１９年４月１７日(水)～２０１９年 ４月２６日(金) 
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       (この期間内の土曜日、日曜日を除く。) 

       午前９時～午後５時 

 ⑵配付場所 甲府市子ども未来部子ども未来総室総務課 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

       電話 ０５５－２３７－５３５３ 

 ⑶配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペ

ージ(事業者向け情報 入札・契約／入札情報)から情報を入手する

場合は、この限りでない。 

 ⑷申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 ２０１９年 ４月１７日(水)～２０１９年 ４月２６日(金) 

       (この期間内の土曜日、日曜日を除く。) 

       午前９時～午後５時 

  イ 場所 甲府市子ども未来部子ども未来総室総務課 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

       電話 ０５５－２３７－５３５３ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

 ⑴日 時 ２０１９年 ５月２４日(金) 午後 ２時 

 ⑵場 所 甲府市役所 会議室８－２ 

      甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎８階 

      ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０/１００

に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００/１１０

に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

 この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において2に掲げるい

ずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

 甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内

で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

 ⑴入札保証金：免除 

 ⑵契約保証金：(契約金額の１０/１００)：納付 

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第3号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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 ⑶契約書作成の要否：要 

 ⑷仕様説明会は行わない。 

 ⑸その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第２１１号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３１年４月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１８００９２３ 

２ 事業所の名称       デイサービス 花みずき 

３ 事業所の所在地      笛吹市石和町小石和 １８４８－１ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社 リビングさの 

              代表取締役社長 網倉 正秀 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成３１年２月２０日 

 

- 73 -



甲府市告示第２１２号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、平成３１年４月２２日までに、引き取る旨の連絡を甲

府市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  平成３１年４月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市徳行５丁目２番２０号付近 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種（柴犬風） 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：茶色 

６ その他の特徴：茶色の首輪をしている、人なれしている、中型、老犬 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第２１３号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成３１年４月１９日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       平成３１年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市役所 市民部課税管理室資産税課 
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甲府市告示第２１４号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  平成３１年４月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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                          甲府市告示第２１５号 

 

 介護保険法第８２条第２項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者として次の者

の廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により公示する。 

 

  平成３１年４月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０５０５０ 

２ 事業所の名称       居宅介護支援事業所奏楽 

３ 事業所の所在地      甲府市上石田３丁目１９－２３ 

４ 当該事業所の申請者    プラスユー株式会社 

代表取締役社長 保 坂 美 彦 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日        平成３１年４月１５日 
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                        甲府市告示第２１６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成３１年４月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市大里町字西耕地４４２５番１及び４４２５番３から４４２５番８まで 

以上７筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市住吉四丁目３番３４号 

   株式会社青山 

代表取締役 青 山 秀 人 
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甲府市告示第２１７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、平成３１年５月７日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  平成３１年４月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市中央２丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：三毛（茶黒白） 

６ その他の特徴：成猫、中型 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第２１８号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３１年４月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）４号 

工事名 中道北小学校移転に伴う造成（Ａ工区）工事 

工事場所 甲府市上曽根町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

堀削工 Ｖ＝６，０６１．０㎥  

盛土工 Ｖ＝８，５３９．０㎥ 

プレキャスト擁壁工（Ｌ型擁壁） 

       Ｌ＝１０４．０ｍ 

現場打ち擁壁工   Ｌ＝５．０ｍ 

側溝工（Ｕ型側溝） Ｌ＝１６０．０ｍ 

園路縁石工（地先境界ブロック）Ｌ＝６６．０ｍ 

２ 工期 平成３１年１１月１５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 

７３，３４８，０００円 

（消費税相当額１０％で積算） 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可  

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１件 

の工事請負額が、３，６００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 
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は求めません。） 

５ 近接工事 

平成３１年４月２３日告示 

（土木）５号 中道北小学校移転に伴 

う造成（Ｂ工区）工事の落札者は、本 

工事の落札者となることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３１年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３１年５月１０日 

３ 申請書受付開始日 平成３１年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成３１年５月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３１年５月１６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３１年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成３１年５月１７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３１年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３１年５月１７日 

10 入札日時 
平成３１年５月２４日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３１年５月２９日 

12 開札日時 
平成３１年６月４日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 平成３１年６月５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

平成３１年５月２２日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 平成３１年５月２３日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３１年５月３１日まで 

２ 回答 平成３１年６月３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３１年６月３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２１９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３１年４月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）５号 

工事名 中道北小学校移転に伴う造成（Ｂ工区）工事 

工事場所 甲府市上曽根町地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

堀削工 Ｖ＝７，９４４．０㎥  

盛土工 Ｖ＝１０，７０７．０㎥ 

プレキャスト擁壁工（Ｌ型擁壁） 

        Ｌ＝１５７．０ｍ 

現場打ち擁壁工    Ｌ＝２．０ｍ 

側溝工（Ｕ型側溝）  Ｌ＝８５．０ｍ 

園路縁石工（地先境界ブロック）Ｌ＝８７．０ｍ 

側溝工（自由勾配側溝）Ｌ＝９５．０ｍ 

表層（密粒度アスコン）Ａ＝６７．０㎡ 

２ 工期 平成３１年１１月１５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 

８６，８２３，０００円 

（消費税相当額１０％で積算） 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可  

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１件 

の工事請負額が、４，３００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

平成３１年４月２３日告示 

（土木）４号 中道北小学校移転に伴 

う造成（Ａ工区）工事の落札者は、本 

工事の落札者となることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３１年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３１年５月１０日 

３ 申請書受付開始日 平成３１年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成３１年５月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３１年５月１６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３１年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成３１年５月１７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３１年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３１年５月１７日 

10 入札日時 
平成３１年５月２４日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３１年５月２９日 

12 開札日時 
平成３１年６月４日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 平成３１年６月５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 
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入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３１年５月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３１年５月２３日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３１年５月３１日まで 

２ 回答 平成３１年６月３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３１年６月３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２２０号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３１年４月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）６号 

工事名 新田小学校校庭整備工事 

工事場所 甲府市新田町１２－２８ 

工事概要 

１ 工事内容 

表層工：火山砂２ｍｍアンダー＋焼成細粒土 

（ｔ＝１００）７，３４３．０㎡  

路盤工：Ｃ－４０ 

（ｔ＝１００）６，１６２．０㎡ 

２ 工期 平成３１年９月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
６２，４６７，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１件 

の工事請負額が、３，１００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３１年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３１年５月１０日 

３ 申請書受付開始日 平成３１年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成３１年５月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３１年５月１６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３１年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成３１年５月１７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３１年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３１年５月１７日 

10 入札日時 
平成３１年５月２４日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３１年５月２９日 

12 開札日時 
平成３１年６月４日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 平成３１年６月５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３１年５月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３１年５月２３日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３１年５月３１日まで 

２ 回答 平成３１年６月３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３１年６月３日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２２１号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３１年４月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）７号 

工事名 補修センター移転に伴う資材置場造成工事 

工事場所 笛吹市石和町東油川地内 

工事概要 

１ 工事内容 

資材置場造成 

・舗装工  Ａ＝１，１８０．０㎡ 

・防護柵工 Ｌ＝２６．０ｍ 

・門扉工  Ｎ＝２箇所 

・擁壁工  Ｌ＝５４．０ｍ 

・縁石工  Ｌ＝５３．０ｍ 

・場内付帯工【残土置場】 １式 

２ 工期 平成３１年８月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１８，７８１，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１ 

件の工事請負額が９００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 １ 入札説明書等配付開始日 平成３１年４月２３日 
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２ 入札説明書等配付締切日 平成３１年５月１０日 

３ 申請書受付開始日 平成３１年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成３１年５月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３１年５月１６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３１年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成３１年５月１７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３１年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３１年５月１７日 

10 入札及び開札日時 
平成３１年５月２４日 

午前１０時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３１年５月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３１年５月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                        甲府市告示第２２２号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３１年４月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）９号 

工事名 橘東線歩道設置工事（その２） 

工事場所 中央二丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長    Ｌ＝２１４．２０ｍ 

側溝工     Ｌ＝１４２．００ｍ 

防護柵工    Ｎ＝８８本  

自然石舗装工  Ａ＝２６４．００㎡ 

付帯工 １式 

２ 工期 平成３１年９月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３９，２７９，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請負 

額が、１，９００万円以上の実績に限

る。 

元請として平成１６年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３１年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３１年５月１０日 

３ 申請書受付開始日 平成３１年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成３１年５月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３１年５月１６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３１年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成３１年５月１７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３１年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３１年５月１７日 

10 入札日時 
平成３１年５月２４日 

午前９時４０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３１年５月２９日 

12 開札日時 
平成３1 年６月４日 

午前９時４０分 

13 落札者決定日 平成３1 年６月５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３１年５月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３１年５月２３日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３１年５月３１日まで 

２ 回答 平成３１年６月３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３１年６月３日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２２３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３１年４月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１０号 

工事名 Ｈ３１道路改良工事（市道下曽根２２００号線）橋梁工事 

工事場所 甲府市下曽根町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

橋梁上部工 

鋼・コンクリート合成床版橋  

Ｌ＝２８.６ｍ 

Ｎ＝１橋（５０.３８ｔ） 

橋梁下部工 

 Ａ１橋台工 Ｖ＝４７㎥ 鋼管杭 Ｎ＝６本 

Ａ２橋台工 Ｖ＝４６㎥ 鋼管杭 Ｎ＝８本 

護岸工 

 コンクリートブロック積 １式 

仮設工 

 Ｎ＝１式 

２ 工期 平成３２年３月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 

１５９，１４８，０００円 

（消費税相当額１０％で積算） 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

橋梁工事等又は道路工事等。ただし、 

１件の工事請負額が、７，９００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３１年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３１年５月１０日 

３ 申請書受付開始日 平成３１年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成３１年５月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３１年５月１６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３１年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成３１年５月１７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３１年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３１年５月１７日 

10 入札日時 
平成３１年５月２４日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３１年５月２９日 

12 開札日時 
平成３１年６月４日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 平成３１年６月５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３１年５月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３１年５月２３日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３１年５月３１日まで 

２ 回答 平成３１年６月３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３１年６月３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                         甲府市告示第２２４号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３１年４月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）８号 

工事名 補修センター移転に伴う車庫・倉庫棟新築工事 

工事場所 甲府市上町６０１－４ 

工事概要 

１ 工事内容 

・鉄骨造平屋建て 

・建築面積 ２３９．４４㎡ 

・延べ面積 ２５９．７４㎡ 

２ 工期 平成３１年９月１７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４０，２５１，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

鉄骨造等による公共施設等の新築、改

築、増築工事等。ただし、１件の工事 

請負額が、２，０００万円以上の実績 

に限る。 

元請として平成１６年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３１年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３１年５月１０日 

３ 申請書受付開始日 平成３１年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成３１年５月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３１年５月１６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３１年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成３１年５月１７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３１年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３１年５月１７日 

10 入札日時 
平成３１年５月２４日 

午前９時５０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３１年５月２９日 

12 開札日時 
平成３１年６月４日 

午前９時５０分 

13 落札者決定日 平成３１年６月５日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３１年５月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３１年５月２３日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３１年５月３１日まで 

２ 回答 平成３１年６月３日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３１年６月３日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２２５号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３１年４月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（舗装）１号 

工事名 
①Ｈ３１都市計画道路和戸町竜王線舗装工事（中央四丁目工区） 

②舗装復旧工事（公共Ｈ３１－４） 

工事場所 甲府市中央四丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①・施工延長   Ｌ＝９４．０ｍ 

 ・路床安定処理 Ｖ＝１９７．０㎥ 

 ・アスファルト舗装工  

Ａ＝１，４７３．０㎡ 

（基層止め） 

 ・透水性舗装 Ａ＝４００．０㎡（路盤止め） 

・縁石工   Ｌ＝１７１．０ｍ 

・縁石桝   Ｎ＝５箇所 

②・不陸整正工 

（粒調砕石Ｍ３０ ３㎥/１００㎡） 

 Ａ＝５２．０㎡ 

・表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ）   

Ａ＝５２．０㎡ 

・区画線工 １式 

・付帯工  １式 

２ 工期 平成３１年９月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２２，６４７，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 
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３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１６年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３１年４月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３１年５月１０日 

３ 申請書受付開始日 平成３１年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成３１年５月１０日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３１年５月１６日 

６ 設計図書配付開始日 平成３１年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成３１年５月１７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３１年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３１年５月１７日 

10 入札及び開札日時 
平成３１年５月２４日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３１年５月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３１年５月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 

適用（甲府市低入札価格調査実施要綱（平成３１年４月１日改

正） 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２２６号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法 

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成３１年４月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名     甲府市介護保険料 納入通知書 

          甲府市介護保険料 納付書 

２ 発送日     平成３１年４月１日 

３ 項 目     平成３１年度介護保険料納入通知書（平成３０年度賦課分） 

平成３１年度介護保険料過年１期分 

４ 納期限     平成３１年５月７日 

５ 納付場所    甲府市指定金融機関 

          甲府市収納代理金融機関 

          ゆうちょ銀行 

          甲府市指定コンビニエンスストア  

          甲府市市民部収納管理室収納課 

          甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 

          窓口センター 

６ 送達を受けるべき者  

          （省略） 

７ 保管場所    甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 
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                          甲府市告示第２２７号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３１年４月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市荒川二丁目１００７番１、１００７番６から１００７番１５まで及び 

１０４１番９ 

以上１２筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計 

画課に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市富竹一丁目９番１３号 

   株式会社クローバー 

   代表取締役 丸 山 奈 津 子 
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                          甲府市告示第２２８号  

 

 次の差押にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

ところ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年  

４月２０日法律第１４７号）第５４条の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３１年４月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 福発第３１６号 

             充当通知書 福発第３１７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市役所 福祉保健部 長寿支援室 介護保険課 
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甲府市告示第２２９号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、平成３１年５月８日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  平成３１年４月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市下向山町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：黒色 

６ その他の特徴：２～３ヶ月齢位、たれ耳、小型 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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                          甲府市告示第２３０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３１年４月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市増坪町字チクヤ３９９番４及び４０２番３ 

以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市石和町唐柏３９６番地１  

   セジュールＯＴＴ’Ｓ １０５ 

久 保 田  大 
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甲府市告示第２３１号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり企画提案

書の提出を招請する。 

 

平成３１年４月２６日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市プレミアム付商品券発行運営業務委託 

２ 業務目的  

  消費税・地方消費税率引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響

を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・

子育て世帯向けにプレミアム付商品券の発行事業を行う。 

３ 事業期間 

  契約締結日から平成３２年３月３１日 

４ 参加資格要件  

次の全ての要件を満たす者とする。 

（１）市内に本店または営業所があること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（５）指名停止を受けている者でないこと。 

（６）租税を完納していること。 

（７）本業務に類似する十分な実績及び能力を有していること。（過去５年以内に

国や地方公共団体においての実績を有していること。）  

（８）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）または、法人

であってその役員が暴力団員でないこと。 

５ 手続等 

（１）「甲府市プレミアム付商品券発行運営業務委託」公募型プロポーザル実施要

領（以下「公募型プロポーザル実施要領」という。）、仕様書及び各種様式等

は甲府市ホームページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

（２）企画提案書等の提出方法、提出期限及び提出先については公募型プロポーザ

ル実施要領を参照すること。 

６ 事務局 

甲府市福祉保健部福祉保健総室総務課  
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山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５３７０ 

ＦＡＸ：０５５－２２８－４８８９ 
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教育委員会  
 

甲府市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年４月１９日 

 

 

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第５号 

   甲府市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市立図書館条例施行規則（平成８年１０月教委規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１号様式を次のように改める。 
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 第２号様式中「平成 年 月 日」を「年 月 日」に、 

「                 「 

 

 

 

 

                」                 」 

める。 

　　(あて先)甲府市立図書館長

名　前 電　話

住　所

分　類 カラー枚数 白黒枚数

枚 枚

枚 枚

枚 枚

計 枚 枚

　※　太線の枠内を記入してください。
　※　複写により著作権法上の問題が生じた場合、図書館は一切の責任を負いません。

処理欄

  ◎複写できるのは、利用者個人の調査研究の用に供する場合で、同じ箇所を複数枚複写することが

     できません。複写した場合は、回収させていただきますのでご了承ください。

写　頁

　※　複写後、内容と枚数の確認をしますのでカウンターまでお持ちください。

第1号様式(第8条関係)

〒　　　－

資　　料　　名 マイクロ複写該当個所

(受付番号　　　　　)

複 写 利 用 申 込 書

　　　　　　　　　年　　月　　日

明治 

大正 

昭和 

平成 

年 月 日生 を に改 

 

 
年 月 日生 
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附 則 

この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

」 

」 
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甲府市学校施設のスポーツ開放に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  平成３１年４月１９日 

 

 

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

 

教育委員会規則第６号 

甲府市学校施設のスポーツ開放に関する規則の一部を改正する規則 

甲府市学校施設のスポーツ開放に関する規則（昭和５１年３月教委規則第６号）

の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

備考 この表中「長期休業日」とは、市立の小学校、中学校、高等学校及び専門

開放施設 開放日 開放時間 

運動場（照明施設を

含む。） 

土曜日 日曜日 祝祭日 長

期休業日 

午前 6 時～午後10時 

 

平日（長期休業日を除く。） 午前 6 時～午前 7 時30分 

午後 5 時～午後10時 

テニスコート（照明

施設を含む。） 

土曜日 日曜日 祝祭日 長

期休業日 

午前 8 時～午後10時 

平日（長期休業日を除く。） 午後 7 時～午後10時 

屋内運動場（照明施

設を含む。） 

土曜日 日曜日 祝祭日 長

期休業日 

午前 8 時～午後10時 

平日（長期休業日を除く。） 午後 5 時～午後10時 

柔剣道場（照明施設

を含む。） 

土曜日 日曜日 祝祭日 長

期休業日 

午前 8 時～午後10時 

平日（長期休業日を除く。） 午後 5 時～午後10時 
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学校における夏季、冬季、学年末等の休業日をいう。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  平成３１年４月１９日 

 

 

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第７号 

   甲府市学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市学校職員の勤務時間等に関する規則（平成７年３月規則第７号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第１項中「次項、次条及び第９条において」を「以下」に改める。 

 第７条第１項中「条例第９条第２項の規定により正規の勤務時間以外の時間にお

いて職員に勤務すること」を「職員に時間外勤務（条例第９条第２項の規定に基づ

き命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。）」に改め、同条第２項中「条例第９条

第２項の規定により正規の勤務時間以外の時間において」を削り、「勤務するこ

と」を「時間外勤務」に改める。 

第７条の２を第７条の２の２とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限） 

第７条の２ 教育委員会は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げ 

る区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数（第１号にあっては、時間）（労

働基準法（昭和２２年法律第４９号）別表第１に掲げる事業に従事する職員にあ

っては、同法第３６条第１項の規定により延長した労働時間）の範囲内で必要最

小限の時間外勤務を命ずるものとする。 

⑴ 次号に規定する場合以外の場合 次のア及びイに定める時間 

ア １月において時間外勤務を命ずる時間について４５時間 

イ １年において時間外勤務を命ずる時間について３６０時間 

⑵ 他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自 
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ら決定することが困難な業務をいう。）又は通常予見することができない業務 

量の大幅な増加等に伴い臨時的に前号に規定する時間を超えて時間外勤務を命 

ずる必要がある場合 次のアからエまでに定める時間及び月数 

ア １月において時間外勤務を命ずる時間について１００時間未満 

イ １年において時間外勤務を命ずる時間について７２０時間 

ウ １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、４月

及び５月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の

１月当たりの平均時間について８０時間 

エ １年のうち１月において４５時間を超えて時間外勤務を命ずる月数につい

て６月 

２ 教育委員会が、特例業務（災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急 

に処理することを要するものと教育委員会が認めるものをいう。）に従事する職

員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要が

あると認める場合（労働基準法別表第１に掲げる事業に従事する職員にあって

は、同法第３３条第１項の規定による行政官庁の許可を受け、又は届出をした場

合に限る。）には、前項（当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限

る。）の規定は、適用しない。 

３ 教育委員会は、前項の規定により、第１項各号に規定する時間又は月数を超え 

て職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小

限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当

該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る１年の末日の翌

日から起算して６月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を

行わなければならない。 

 第７条の４第１項第４号中「第７条の２」を「第７条の２の２」に改める。 

 第９条第１項中「（昭和２２年法律第４９号）」を削る。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲府市学校職員の 

勤務時間等に関する規則の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

２ 平成３１年８月３１日までの間におけるこの規則による改正後の第７条の２第 

１項第２号（ウに係る部分に限る。）の規定の適用については、同号ウ中「５月 
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の期間」とあるのは、「５月の期間（平成３１年４月以後の期間に限る。）」と

する。 
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甲府市教育委員会告示第１６号  

 

地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、甲府市緑が丘スポーツ公園

（有料運動施設）、甲府市青葉スポーツ広場及び甲府市東下条スポーツ広場に係る

施設の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示

する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

１ 委託する相手方 

所 在  甲府市緑が丘二丁目８番１号 

名 称  公益財団法人甲府市体育協会 会長 樋口 雄一 

２ 委託する期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで   

３ 委託する事務  

甲府市緑が丘スポーツ公園（有料運動施設）、甲府市青葉スポーツ広場及び  

甲府市東下条スポーツ広場に係る施設の使用料の収納事務  
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甲府市教育委員会告示第１７号  

 

地方自治法施行令第１５８条第１項の規定に基づき、甲府市立学校校舎等使用料

条例（有料運動施設）に係る施設の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、

同条第２項の規定により告示する。  

 

平成３１年４月１日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 小 林  仁 

 

 

１ 委託する相手方 

所 在  別紙のとおり 

名 称  別紙のとおり 

２ 委託する期間 

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで   

３ 委託する事務  

学校開放事業（有料運動施設）に係る施設の使用料の収納事務  
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第４６号 

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び 

第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規

定する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の 

１／６の数は、次のとおりである。 

 

平成３１年４月１３日 

 

甲府市選挙管理委員会 

                    委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，１２６人 

２ １／３の数        ５２，０９７人 

３ １／６の数        ２６，０４９人 

４ 選挙人名簿登録者数    １５６，２９０人 
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甲府市選挙管理委員会告示第４７号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における公職選挙法第  

１４４条の２第１項の規定によるポスター掲示場を、別紙のとおり設置した。  

 

平成３１年４月１３日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第４８号  

 

 平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における選挙長及びその職

務を代理すべき者を、次のとおり選任する。  

 

平成３１年４月１４日 

 

                   甲府市選挙管理委員会 

                   委員長 志 村 文 武 

 

選 挙 長 職 務 代 理 者 

住  所 氏  名 住  所 氏  名 

甲府市伊勢 

３丁目１５番１号 
志 村 文 武 

甲府市下飯田 

１丁目１番１５号 
三 井 和 子 
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甲府市選挙管理委員会告示第４９号 

 

 平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における選挙会の日時及び

場所は、次のとおりである。 

 

平成３１年４月１４日 

 

甲府市選挙管理委員会          

委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時   平成３１年４月２１日（日） 午後９時００分 

２ 場 所   甲府市青沼三丁目５番４４号 甲府市総合市民会館 
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甲府市選挙管理委員会告示第５０号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における開票事務は、選挙

会の事務に併せて行う。 

 

平成３１年４月１４日 

 

                   甲府市選挙管理委員会 

                   委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５１号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における公職選挙法第  

１９４条第１項の規定による候補者一人についての選挙運動に関する支出金額の制

限額は、次のとおりである。 

 

平成３１年４月１４日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 

 

 １ 甲府市議会議員一般選挙  制限額 ４，６４７，０００円 
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甲府市選挙管理委員会告示第５２号 

 

 平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における投票用紙を、次の 

とおり定める。 

 

平成３１年４月１４日 

 

                   甲府市選挙管理委員会 

                   委員長 志 村 文 武 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 

  １ 甲府市議会議員一般選挙用の投票用紙の地色は白色とし、黒インクで片面

印刷とする。 

  ２ 甲府市選挙管理委員会之印は、刷込式とする。  
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甲府市選挙管理委員会告示第５３号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における、不在者投票用封

筒の甲府市選挙管理委員会之印は、刷込式とする。  

 

平成３１年４月１４日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５４号 

 

 平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における公職選挙法４９条

第１項及び第２７０条の２第１項の規定による不在者投票の事務を取り扱う場所、

期間及び時間は、別紙のとおりする。 

 

平成３１年４月１４日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５５号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における投票所を、別紙の

とおり設ける。 

 

平成３１年４月１４日 

 

                   甲府市選挙管理委員会 

                   委員長 志 村 文 武 

- 130 -



甲府市選挙管理委員会告示第５６号 

 

公職選挙法第４０条第１項ただし書の規定により、平成３１年４月２１日執行の

甲府市議会議員一般選挙の投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。  

 

平成３１年４月１４日 

甲府市選挙管理委員会           

委員長 志 村 文 武 

 

投票区名 施設の名称 投票所を開く時刻 投票所を閉じる時刻 

 

 

 

 

第 26 投票区 北 部 悠 遊 館 午前７時 午後７時 

第 27 投票区 能 泉 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第 28 投票区 宮 本 連 絡 所 午前７時 午後７時 

第 29 投票区 マウントピア黒平 午前７時 午後６時 

第 62 投票区 上九一色出張所 午前７時 午後７時 
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甲府市選挙管理委員会告示第５７号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における投票管理者及びそ

の職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任した。  

 

平成３１年４月１４日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第５８号 

 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙において、公職選挙法第  

１７５条の規定による投票記載場所、期日前投票記載場所及び不在者投票記載場所

の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。  

 

平成３１年４月１４日 

 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時  平成３１年４月１４日（日） 午後５時３０分 

２ 場 所  甲府市丸の内１丁目１８番１号  

       甲府市選挙管理委員会事務局（本庁舎４階）  
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甲府市選挙管理委員会告示第５９号 

 

 平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙において、甲府市の議会の

議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第４条第２項の規定による

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、次のとおりである。  

 

平成３１年４月１４日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時  平成３１年４月１４日（日） 午後５時２０分 

２ 場 所  甲府市丸の内１丁目１８番１号  

       甲府市選挙管理委員会事務局（本庁舎４階）  
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甲府市選挙管理委員会告示第６０号 

 

 平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における期日前投票所を次

のとおり設ける。 

 

平成３１年４月１４日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 

 

設置場所 住  所 期  間 

 

甲府市役所本庁舎 

４階大会議室 

 

山梨県甲府市 

丸の内１丁目１８番１号 

 

 

平成３１年４月１５日から 

平成３１年４月２０日まで 

 

甲府市総合市民会館 

１階多目的室 

 

山梨県甲府市 

青沼３丁目５番４４号 

 

 

平成３１年４月１５日から 

平成３１年４月２０日まで 

 

甲府市北部市民センタ

ー 

２階多目的集会室 

 

山梨県甲府市 

湯村３丁目５番２０号 

 

 

平成３１年４月１８日から 

平成３１年４月２０日まで 

 

甲府市西部市民センタ

ー 

１階会議室 

 

山梨県甲府市 

長松寺町１２番３０号 

 

 

平成３１年４月１８日から 

平成３１年４月２０日まで 

 

甲府市中道公民館 

会議室 

 

 

山梨県甲府市 

下曽根町１０７０番地３ 

 

平成３１年４月１８日から 

平成３１年４月２０日まで 
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甲府市選挙管理委員会告示第６１号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における期日前投票所の投

票管理者及びその職務を代理すべき者を、別紙のとおり選任する。  

 

平成３１年４月１４日 

 

                  甲府市選挙管理委員会 

                  委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第６２号 

 

公職選挙法第４８条の２第３項において読み替えて準用する同法第４０条第１項

の規定により、平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙において甲府

市中道公民館に設置する期日前投票所を開く時刻及び閉じる時刻を次のとおりとす

る。 

 

平成３１年４月１４日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

施設の名称 投票所を開く時刻 投票所を閉じる時刻 

甲府市中道公民館 

会議室 
午前８時３０分 午後５時 
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甲府市選挙管理委員会告示第６３号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における、公職選挙法第

１９２条第１項の規定による、選挙運動に関する収入及び支出の報告書要旨の公表

は、甲府市掲示板に掲示して行う。  

 

平成３１年４月１４日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 
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甲府市選挙管理委員会告示第６４号 

 

平成３１年４月２１日執行の甲府市議会議員一般選挙における公職選挙法第

１４４条の２第１０項において準用する同条第５項の規定により、公職の候補者が

ポスター掲示することができる日は、次のとおりである。  

 

平成３１年４月１４日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

 

 １ ポスター掲示のできる日   平成３１年４月１４日 
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第２号   

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定により、 

包括外部監査人柴山聡の監査の事務を補助させることができる旨の協議が調ったの

で、次のとおり告示する。 

 

平成３１年４月２６日 

 

甲府市監査委員 

輿 石 十 直 

小 林 憲次郎 

中 村 明 彦 

 

補助する者の氏名 補助する者の住所 補助できる期間 

髙岡 敏夫 長野県松本市蟻ヶ崎台９番３号 
令和元年５月１日～ 

令和２年３月３１日 

井上 光昭 
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町  

１３番１８号 

令和元年５月１日～ 

令和２年３月３１日 

野中 孝憲 甲府市下飯田２丁目４番２５号 
令和元年５月１日～ 

令和２年３月３１日 

今朝丸 亜矢子 
山梨県南巨摩郡富士川町長澤４３２

－２２ 

令和元年５月１日～ 

令和２年３月３１日 

 

- 140 -



 農業委員会 
                       

甲府市農業委員会告示第４号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会４月

定例総会を、平成３１年４月２５日午後２時００分、甲府市南公民館において開催

し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条

の規定により公告する。 

 

  平成３１年４月２２日 

 

                甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 平成３１年５月告示分農用地利用集積計画について  
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上下水道局 
                       

甲府市上下水道局告示第１８号  

 

 甲府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年１２月２３日条

例第４９号）第８条の規定により、賦課対象区域を次のとおり定めたので公告す  

る。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                     甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

負担区の名称 平成３１年度賦課対象区域 

市街化調整区域負担区 古府中町の一部 （別添図のとおり） 
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甲府市上下水道局告示第１９号  

 

 甲府市上下水道局サービスセンター業務を次のとおり委託したので、地方公営企

業法施行令第２６条の４の規定により告示する。 

 

平成３１年４月１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

１ 委託する相手方 

  東京都港区赤坂二丁目２番１２号 

  第一環境株式会社 

  代表取締役社長 亀 井  聡 

２ 委託期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

３ 委託概要 

  (1) 開栓・閉栓等受付及び転居精算業務 

  (2) 検針業務 

  (3) 調定及び調定更正業務 

  (4) 口座振替業務 

  (5) コンビニエンスストア収納業務 

  (6) クレジットカード収納業務 

  (7) 納入通知書発送業務 

  (8) 滞納整理業務 

  (9) 給水停止業務 

  (10) 収納証明書発行業務 

  (11) 電子計算機器運用業務 

  (12) 給排水等業務に関する届出書入力業務 

  (13) お知らせ等発行業務 

  (14) 宅地内簡易漏水調査業務 

  (15) 公金窓口収納業務 

  (16) 総合案内及び電話交換業務 

  (17) ボトルドウォーター販売業務 

  (18) スポーツ施設使用受付業務 

  (19) 井戸水用メーター等指針読み取り業務 

  (20) 検定満期等に伴う水道メーター管理業務 

  (21) 水道メーター上流等簡易漏水調査業務 

(22) 上記業務に附帯する業務等 
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甲府市上下水道局告示第２０号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成３１年４月２５日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

１ 指定年月日   平成３１年４月２５日 

 指 定 番 号   第２６８号 

 指 定 店 名   株式会社中央設備 

 所 在 地   北杜市小淵沢町３３４２-１０ 

 代表者氏名   進藤 雄次 
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甲府市上下水道局告示第２１号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  平成３１年４月２５日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

１ 指 定 番 号   第４２５号 

  指定業者名   株式会社 中央設備 

  所 在 地   北杜市小淵沢町３３４２―１０ 

  代 表 者   進藤 雄次 
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甲府市災害対策本部 
 

甲府市災害対策本部規程第１号 

 甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３１年４月２４日 

 

 

                  甲 府 市 災 害 対 策 本 部 長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市災害対策本部活動規程（昭和３９年８月災害対策本部規程第１号）の一部を次

のように改正する。 

第６条第２項中「危機管理室長（危機管理班長）」の次の「、都市戦略室長」を削り、

「危機管理室担当課長班長、都市戦略班長、中核市推進班長及びシティプロモーション

班長」を「危機管理室担当課長班長及びシティプロモーション班長」に改める。 

別表第１、別紙その１、別紙その２を次のように改める。 

別表第１ 

名称 分掌事務 摘要 

部（部

長） 

室等（室

長等） 

班（班長） 

危機管理

部 

（危機管

理監） 

 

危機管理

室 

（危機管

理室長） 

防災企画班 

（防災企画

課長） 

１ 災害対策本部の設置、運営及び庶務に関するこ

と。 

２ 本部員会議に関すること。 

３ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 防災行政無線の運用統制に関すること。 

５ 災害状況及び救助活動の記録統計に関するこ

と。 

６ 警戒区域の設定に関すること。 

７ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難

指示（緊急）の発令に関すること。 

８ 災害時の相互援助協定に関すること。 

９ 地域連絡所との連絡調整に関すること。 

１０ 自衛隊その他関係機関への派遣及び応援要請

初動体制

職員の分

掌事務等

は、本部

長が別に

定める。 
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に関すること。 

１１ 県、指定地方行政機関及び指定地方公共機関

その他関係機関との連絡に関すること。 

１２ 災害救助法の適用要請及び県との連絡に関す

ること。 

１３ 災害救助費の経理に関すること。 

１４ 被災者台帳の作成に関すること。 

１５ 避難行動要支援者名簿に関すること。 

１６ 災害対策本部の移転に関すること。 

１７ 気象情報等の収集に関すること。 

１８ 同報無線による情報伝達に関すること。 

防災指導班 

（防災指導

課長） 

防災企画班への応援に関すること。 

危機管理班 

（危機管理

課長） 

１ 本部員への連絡招集に関すること。 

２ 職員の非常招集及び解散の決定に関すること。 

３ 自衛隊その他関係機関への派遣及び応援判断に

関すること。 

４ 連絡室長会議に関すること。 

５ 受援（総合）に関すること。 

危機管理担

当課長班 

（危機管理

担当課長） 

本部員への連絡召集に関すること。 

総務部 

（総務部

長） 

議会事務

局長は、

部長を補

佐する。 

総務総室 

（総務総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

５ 重要書類、データの退避（自治研修センター）

に関すること。 

法制班 

（法制課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

行政管理

室 

職員班 

（職員課

１ 職員の服務及び出勤に関すること。 

２ 災害応急対策等に係る求人に関すること。 
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（行政管

理室長） 

長） ３ 職員の安否及び職員の被災状況の調査に関する

こと。 

４ 職員の健康管理に関すること。 

事務効率班 

（事務効率

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

情報政策班 

（情報政策

課長） 

１ 情報システム・ネットワークの稼動確認及び復

旧対応に関すること。 

２ 部内各班への応援に関すること。 

契約管財

室 

（契約管

財室長） 

契約班 

（契約課

長） 

災害応急対策に要する資機材、生活必需品、医薬品

及び燃料等の調達に関すること。 

指導検査班 

（指導検査

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

指導検査担

当課長班 

（指導検査

担当課長） 

財産活用班 

（財産活用

課長） 

１ 公有財産（土地・建物）の総括管理に関するこ

と。 

２ 公有財産（建物）の保険契約に関すること。

（他の課等業務に属するものを除く。） 

管財班 

（管財課

長） 

１ 資機材等の緊急輸送に関すること。 

２ 庁用自動車の配車及び民間自動車の借り上げに

関すること。 

３ 緊急通行車両の確認申請等に関すること。 

４ 庁内自衛消防隊の活動に関すること。 

５ 庁舎設備の管理・復旧に関すること。 

６ 市有財産の管理に関すること。 

７ 庁用自動車（本庁舎）の移動に関すること。 

８ 庁舎の浸水防止対策に関すること。 

市長室 

（市長室

長） 

秘書班 

（秘書課

長） 

１ 本部長等の被災地の視察に関すること。 

２ 国及び県関係者の応接に関すること。 

３ 市議会との連絡に関すること。 

４ その他渉外に関すること。 
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市民の声担

当課長班 

（市民の声

担当課長） 

秘書班への応援に関すること。 

シティプロ

モーション

班 

（シティプ

ロモーショ

ン課長） 

１ 災害応急対策の広報に関すること。 

２ 災害状況の記録撮影に関すること。 

３ 報道機関に対する情報提供、協力要請及びその

他連絡に関すること。 

議会事務

総室 

（議会事

務総室

長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 市議会議員との連絡に関すること。 

２ 部内各班への応援に関すること。 

議事調査班 

（議事調査

課長） 

企画部 

（企画部

長） 

 

企画総室 

（企画総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

企画班 

（企画課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

国際交流班 

（国際交流

課長） 

企画経営

室 

（企画経

営室長） 

行政経営班 

（行政経営

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

財政班 

（財政課

長） 

１ 本部活動費の経理に関すること。 

２ その他災害の経理に関すること。 

記念事業

室 

（記念事

業室長） 

開府５００

年企画班 

（開府５０

０年企画課

部内各班への応援に関すること。 
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長） 

開府５００

年事業班 

（開府５０

０年事業課

長） 

市民部 

（市民部

長） 

税務統括

監は、市

民部長を

補佐す

る。 

市民総室 

（市民総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

市民班 

（市民課

長） 

１ 避難所及び避難地の設置、管理及び運営に関す

ること。 

２ 避難者及び被災者の収容に関すること。 

３ 炊き出しその他食料品等の配給に関すること。 

４ 避難状況の本部への報告に関すること。 

５ 来庁者（本庁舎）の避難誘導に関すること。 

６ 安否情報の提供。 

国民健康保

険班 

（国民健康

保険課長） 

市民班への応援に関すること。 

中道支所班 

（中道支所

長） 

１ 支所内自衛消防隊の活動に関すること。 

２ 市民班への応援に関すること。 

３ 来庁者（中道支所）の避難誘導に関すること。 

４ 庁用自動車（中道支所）の移動に関すること。 

５ 重要書類、データの退避（中道支所）に関する

こと。 

上九一色出

張所班 

（上九一色

出張所長） 

１ 出張所内自衛消防隊の活動に関すること。 

２ 市民班への応援に関すること。 

市民協働

室 

（市民協

働室長） 

消費生活班 

（消費生活

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

協働推進班 １ 地域内の情報収集及び伝達に関すること。 
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（協働推進

課長） 

２ 被災者の要望及び陳情の受付に関すること。 

３ 災害ボランティアの支援に関すること。 

地域支援担

当班 

（地域支援

担当課長） 

部内各班への応援に関すること。 

人権男女参

画班 

（人権男女

参画課長） 

１ 総務班への応援に関すること。 

２ 来庁者（南庁舎）の避難誘導に関すること。 

３ 庁用自動車（南庁舎）の移動に関すること。 

４ 重要書類、データの退避（南庁舎）に関するこ

と。 

課税管理

室 

（課税管

理室長） 

市民税班 

（市民税課

長） 

１ 住家等の被害状況調査に関すること。 

２ 罹災台帳の作成及び罹災証明書の交付に関する

こと。 

資産税班 

（資産税課

長） 

収納管理

室 

（収納管

理室長） 

収納班 

（収納課

長） 

１ 住家等の被害状況調査に関すること。 

２ 罹災台帳の作成及び罹災証明書の交付に関する

こと。 

滞納整理班 

（滞納整理

課長） 

選挙管理

委員会事

務局 

（選挙管

理委員会

事務局

長） 

選挙管理委

員会事務局

班 

（選挙管理

委員会事務

局長） 

部内各班への応援に関すること。 

監査委員

事務局 

（監査委

員事務局

長） 

監査委員事

務局班 

（監査委員

事務局長） 

福祉保健福祉保健総務班 １ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 
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部 

（福祉保

健部長） 

総室 

（福祉保

健総室

長） 

（総務課

長） 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 社会福祉関係施設の被害調査及び応急対策に関

すること。 

５ 社会事業団体及び奉仕団等の連絡に関するこ

と。 

６ 食料・生活必需物資の調達・配送・配分に関す

ること。 

７ 義援金の受付及び配分計画に関すること。 

８ 受援（部内）に関すること。 

指導監査班 

（指導監査

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

健康支援

センター 

（保健所

長） 

健康政策班 

（健康政策

課長） 

１ 市保健医療救護対策本部の設置・運営及び庶

務、対策本部会議の招集・開催に関すること。 

２ 県、市災害対策本部及び他の地区保健医療救護

対策本部、関係機関等との連携に関すること。 

３ 市保健医療教護対策本部職員及び医療スタッフ

等の職員管理、庁舎管理、通信管理に関するこ

と。 

４ 災害医療情報等の広報、周知に関すること。 

５ 市保健医療救護対策本部長の補佐に関するこ

と。 

６ その他、災害管理機関等との調整・渉外に関す

ること。 

健康増進班 

（健康増進

課長） 

１ 医療機関等への訪問調査に関すること。 

２ 医療依存度の高い難病患者等の安否確認・対応

に関すること。 

３ 医療救護所の（設置、）運営に関すること。 

４ 医療救護班の指揮に関すること。 

５ 巡回健康相談チームの編成・派遣に関するこ

と。 

６ 感染症、防疫対策の指揮・指示・実施に関する

こと。 

７ 避難所の医療ニーズ調査の代行に関すること。 
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８ 感染症、食中毒等防止対策の指導、実施に関す

ること。 

９ その他、災害時の対人保健に関すること。 

精神保健担

当班 

（精神保健

担当課長） 

健康増進班の応援に関すること。 

母子健康班 

（母子健康

課長） 

健康増進班の応援に関すること。 

医務感染症

班 

（医務感染

症課長） 

１ 医療、災害情報などの収集、伝達、記録（クロ

ノロジー）に関すること。 

２ EMISを活用した、現地情報・医療機関等の情報

収集・分析に関すること。 

３ 医療スタッフ等の派遣要請に関すること。 

４ DMAT、DPAT、DHEAT、災害医療コーディネータ

ーの受入れの県との協議に関すること。 

５ 透析等特殊医療の情報収集・対応に関するこ

と。 

６ 市三師会等関係団体との調整に関すること。 

７ 医療スタッフ、傷病者等の搬送体制の確保・調

整及び搬送支援に関すること。 

８ その他、災害医療関係の確保・調整に関するこ

と。 

感染症担当

班 

（感染症担

当課長） 

医務感染症班の応援に関すること。 

生活衛生薬

務班 

（生活衛生

薬務課長） 

 

１ 医薬品、医療資機材等の調達・調整・搬送体制

の確保に関すること。 

２ 医療専門ボランティアの募集窓口への協力に関

すること。 

３ 災害による遺体の処理に関すること。 

４ その他、災害時の対物保健に関すること。 

長寿支援

室 

生活福祉班 

（生活福祉

部内各班への応援に関すること。 
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（長寿支

援室長） 

課長） 

高齢者福祉

班 

（高齢者福

祉課長） 

１ 避難行動要支援者等に関すること。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

介護保険班 

（介護保険

課長） 

介護予防班 

（介護予防

課長） 

障がい福祉

班 

（障がい福

祉課長） 

会計室 

（会計室

長） 

会計班 

（会計室

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 義援金の受け入れに関すること。 

子ども未

来部 

（子ども

未来部

長） 

子ども未

来総室 

（子ども

未来総室

長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

子ども政策

担当班 

（子ども政

策担当課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

子ども支援

班 

（子ども支

援課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 幼児教育センターにおける児童等の安全確保に

関すること。 

子ども保育

班 

（子ども保

育課長） 

１ 児童等の安全確保に関すること。 

２ 児童館の安全確保に関すること。 

３ 放課後児童クラブの安全確保に関すること。 
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母子保健班 

（母子保健

課長） 

福祉保健部健康増進班の応援に関すること。 

環境部 

（環境部

長） 

甲府・峡

東地域ご

み処理施

設事務組

合事務局

長は、部

長を補佐

する。 

環境総室 

（環境総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

５ 来庁者の避難に関すること。 

６ 庁用自動車の移動に関すること。 

７ 重要書類、データの退避に関すること。 

環境保全班 

（環境保全

課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 災害廃棄物の処理について住民への広報・相談

に関すること。 

３ 原子力災害発災時における緊急時モニタリング

活動に関すること。 

４ 大気中のアスベスト濃度の緊急モニタリングに

関すること。 

５ 石綿露出状況等の緊急調査に関すること。 

廃棄物対

策室 

（廃棄物

対策室

長） 

減量班 

（減量課

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 廃棄物の区分・処理方法についての住民への指

導・相談に関すること。 

３ 指定管理者制度導入施設（リサイクルプラザ）

における施設利用者等の安全確保に関すること。 

収集衛生班 

（収集衛生

課長） 

１ 避難所及び一般家庭から排出される、ごみ・が

れき等の収集及び運搬に関すること。 

２ ごみ・がれき等の臨時集積所の設置と管理に関

すること。 

３ 避難所の仮設トイレ及び一般家庭から排出され

るし尿等の収集及び運搬に関すること。 

４ 防疫のための被災地域の消毒指導及び実施に関

すること。 

５ 支援業者への収集運搬委託事務に関すること。 

廃棄物対策

班 

（廃棄物対

１ 避難所及び一般家庭から排出される、ごみ・が

れき等の処理に関すること。 

２ ごみ・がれき等の仮置場の設置と管理に関する
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策課長） こと。 

３ がれきの分別、処理に関すること。 

４ 避難所及び一般家庭から排出される、し尿等の

処理に関すること。 

５ 処理施設の点検、被災施設の復旧に関するこ

と。 

６ 支援業者への処理委託業務に関すること。 

産業部 

（産業部

長） 

産業総室 

（産業総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対応策の指示

及び被害状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

雇用創生班 

（雇用創生

課長） 

観光班への応援に関すること。 

観光商工

室 

（観光商

工室長） 

観光班 

（観光課

長） 

１ 帰宅困難者、滞留者の保護に関すること。 

２ 観光関係の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

商工班 

（商工課

長） 

１ 商工業関係の被害状況の調査及び応急対策に関

すること。 

２ 被害に伴う金融対策等の相談、指導に関するこ

と。 

農林振興

室 

（農林振

興室長） 

農政班 

（農政課

長） 

１ 農耕地の被害状況調査及び応急対策に関するこ

と。 

２ 農業団体等との連絡調整に関すること。 

３ 気象情報等の収集・危険箇所の巡視、農道・農

業用施設等の被害状況調査及び応急工事、復旧工

事に関すること。 

４ 農業集落排水施設の被害状況調査及び復旧工事

に関すること。 

５ 来庁者の避難誘導に関すること。 

６ 庁用自動車の移動に関すること。 

７ 重要書類、データの退避に関すること。 

就農支援班 

（就農支援

課長） 

１ 農作物・園芸施設の被害状況調査及び応急対策

に関すること。 

２ 家畜の応急対策、応急救護及び防疫に関するこ
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と。 

３ 農業団体等との連絡調整に関すること。 

４ 園芸施設等の被災証明書の交付に関すること。 

５ 農業センター来所者の避難誘導に関すること。 

６ 庁用自動車の移動に関すること。 

７ 重要書類、データの退避（農業センター）に関

すること。 

林政班 

（林政課

長） 

森林、山崩れ等の被害状況の調査及び応急対策に関

すること。 

市場経営

室 

（市場経

営室長） 

経営管理班 

（経営管理

課長） 

１ 市場の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 市場の庶務に関すること。 

３ 市場の管理に属する施設等への応急対策の指示

及び被害状況のとりまとめに関すること。 

４ 市場流通機能の応急対策に関すること。 

５ 生鮮食料品の市民への供給措置及びその指示に

関すること。 

６ 場内各業者との情報収集伝達等に関すること。 

農業委員

会事務局 

（農業委

員会事務

局長） 

農業委員会

事務局班 

（農業委員

会事務局

長） 

部内各班への応援に関すること。 

まちづく

り部 

（まちづ

くり部

長） 

リニア交

通政策監

は、まち

づくり部

長を補佐

する。 

まちづく

り総室 

（まちづ

くり総室

長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

住宅班 

（住宅課

長） 

市営住宅の被害状況調査並びに応急対策に関するこ

と。 

空き家対策

班 

（空き家対

策課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 危険な空き家等の所有者への指導等に関するこ

と。 

産業立地班 部内各班への応援に関すること。 
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（産業立地

課長） 

まち整備

室 

（まち整

備室長） 

都市計画班 

（都市計画

課長） 

区画整理区域内の応急対策に関すること。 

 

 

立地適正化

担当課長班 

（立地適正

化担当課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

都市整備班 

（都市整備

課長） 

１ 都市計画道路、橋梁等の被害状況調査に関する

こと。 

２ 都市計画道路、橋梁等の応急修理に関するこ

と。 

３ 警戒区域の状況の防災班への伝達に関するこ

と。 

４ 交通規制への協力及び交通安全に関すること。 

建築指導班 

（建築指導

課長） 

１ 災害時の建築指導に関すること。 

２ 被災者に対する建築相談に関すること。 

３ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の施

行に関する報告に基づき「災害時の報告」をする

ための調査に関すること。 

４ 住宅金融支援機構の災害住宅貸付に伴う特別な

建築確認審査業務に関すること。 

５ 非常災害時における仮設建築物に対する制限の

緩和をする区域（建築基準法第８５条）を指定す

る業務に関すること。 

６ 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

区画整理班 

（区画整理

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

まち保全

室 

（まち保

全室長） 

公園緑地班 

（公園緑地

課長） 

１ 公園、動物園等施設の被害状況調査及び応急対

策に関すること。 

２ 来庁者（西庁舎）の避難誘導に関すること。 

３ 庁用自動車の移動に関すること。 

４ 重要書類、データの退避（西庁舎）に関するこ
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と。 

道路河川班 

（道路河川

課長） 

１ 水防活動の総括及び応急対策の計画推進に関す

ること。 

２ 河川及び道路の被害状況の収集、伝達及び報告

に関すること。 

３ 災害時に必要な機械器具、車両及び材料等の調

達並びに保管に関すること。 

４ 災害時の堆積土砂の搬出等の整理に関するこ

と。 

５ 障害物の除去に関すること。 

６ 放置車両の移動に関すること。 

７ 道路の応急措置に関すること。 

８ 水防資材の輸送及び応急処理に関すること。 

９ 水門等の災害復旧工事に関すること。 

１０ 災害による河川水路等の復旧工事に関するこ

と。 

１１ 応急排水に関すること。 

建築営繕班 

（建築営繕

課長） 

１ 緊急収容施設の建築に関すること。 

２ 応急仮設住宅の建築等に関すること。 

３ 応急修理資材の調達及び配給に関すること。 

４ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

５ 市有財産及び営造物の被害状況調査並びに応急

対策に関すること。 

地籍調査班 

（地籍調査

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

リニア交

通室 

（リニア

交通室

長） 

リニア政策

班 

（リニア政

策課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 交通関係機関との連絡調整に関すること。 

交通政策班 

（交通政策

課長） 

病院部 

（病院長

の指名す

病院事務

総室 

（病院事

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及
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る副院

長） 

他の副院

長及び事

務局長

は、部長

を補佐す

る。 

務総室

長） 

経営企画班 

（経営企画

班長） 

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 職員の動員に関すること。 

医事班 

（医事課

長） 

診療班 

（診療部

長） 

１ 収容者に対する医療看護に関すること。 

２ 医薬品その他衛生資材の確保に関すること。 

３ 移動医療に関すること。 

４ その他医療全般に関すること。 診療支援班 

（診療支援

部長） 

医療支援セ

ンター班 

（医療支援

センター

長） 

医療班への応援に関すること。 

放射線班 

（放射線部

長） 

診療班及び診療支援班への応援に関すること。 

 

 

薬剤班 

（薬剤部

長） 

看護班 

（看護部

長） 

総合相談セ

ンター班 

（総合相談

センター

長） 

医事班への応援に関すること。 

医療総合研

修センター

班 

（医療総合

研修センタ

診療班への応援に関すること。 
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ー長） 

医療安全管

理班 

（医療安全

管理部長） 

経営改善対

策班 

（経営改善

対策部長） 

上下水道

部 

（業務部

長） 

工務部長

は、業務

部長を補

佐する。 

業務総室 

（業務総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 部に係る災害予算及び経理に関すること。 

５ 応急対策の計画推進に関すること。 

６ 上水道、下水道の被害状況の記録統計に関する

こと。 

７ 災害時に必要な機械器具、車両、材料等の調達

及び保管に関すること。 

８ 節水、断水及び給水の宣伝に関すること。 

９ 受援（部内）に関すること。 

１０ 来庁者（部内）の避難誘導に関すること。 

１１庁用自動車の移動に関すること。 

１２重要書類、データの退避（部内）に関するこ

と。 

 経営企画班 

（経営企画

課長） 

工事検査班 

（工事検査

課長） 

契約管財室指導検査班の事務。 

営業管理

室 

（営業管

理室長） 

営業班 

（営業課

長） 

応急給水に関すること。 

給排水班 

（給排水課

長） 

工務総室 

（工務総

計画班 

（計画課

総務班への応援に関すること。 
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室長） 長） 

水道管理

室 

（水道管

理室長） 

水保全班 

（水保全課

長） 

１ 飲料水の補給に関すること。 

２ 水源の確保に関すること。 

３ 送・配水施設の応急復旧に関すること。 

４ 各配水区域の配水計画、配水弁等の調整並びに

各施設の連絡、統計及び報告に関すること。 

５ 取・導・浄水施設の応急復旧に関すること。 

６ 水質の検査及び保持に関すること。 

７ 簡易水道施設等に関すること。 

８ 工事指定店の動員体制の配備に関すること。 

水道班 

（水道課

長） 

浄水班 

（浄水課

長） 

下水道管

理室 

（下水道

管理室

長） 

下水道班 

（下水道課

長） 

１ 処理施設の被害状況調査、応急措置及び修繕に

関すること。 

２ 下水道管の被害状況調査及び緊急措置に関する

こと。 

３ 下水道施設の災害に伴う応急復旧に関するこ

と。 

浄化センタ

ー班 

（浄化セン

ター課長） 

教育部 

（教育部

長） 

教育総室 

（教育総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

学校教育班 

（学校教育

課長） 

１ 災害発生時における児童、生徒の避難及び応急

教育指導に関すること。 

・登校、下校に関すること。 

・緊急避難に関すること。 

・臨時休業に関すること。 

・各学校の被災状況及び被災児童生徒の実態調査に

関すること。 

・授業再開までの諸調査に関すること。 

２ 教科書、教材文房具等の交付に関すること。 

３ 保健衛生に関すること。 

４ 学校給食に関すること。 

学事班 

（学事課

長） 

１ 学校教育班への応援に関すること。 

２ 各学校の被災状況及び被災児童、生徒の実態調

査に関すること。 
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３ 保健衛生に関すること。 

４ 学校給食に関すること。 

教育施設班 

（教育施設

課長） 

１ まちづくり部建築営繕班の事務。 

２ 各学校の被災状況及び被災児童、生徒の実態調

査に関すること。 

甲府商業高

等学校事務

局班 

（甲府商業

高等学校事

務長） 

学校教育班への応援に関すること。 

甲府商科専

門学校事務

局班 

（甲府商科

専門学校事

務長） 

生涯学習

室 

（生涯学

習室長） 

 

生涯学習班 

（生涯学習

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

歴史文化財

班 

（歴史文化

財課長） 

１ 文化財の被害状況の調査及び保全措置に関する

こと。 

２ 文化施設の利用者の避難誘導に関すること。 

スポーツ班 

（スポーツ

課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ スポーツ施設の利用者の避難誘導に関するこ

と。 

図書館班 

（図書館

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 図書館の利用者の避難誘導に関すること。 

消防部 

（甲府地

区広域行

政事務組

合消防

長） 

 総務班 

（総務課

長） 

甲府地区広域行政事務組合消防計画による。 

 

甲府市消

防団は、

消防部に

属する。  警防班 

（警防課

長） 
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広域行政

事務組合

事務局長

は、消防

長を補佐

する。 

救急救助班 

（救急救助

課長） 

消防班 

（所轄署

長） 

企画班 

（企画課

長） 

人事班 

（人事課

長） 

予防班 

（予防課

長） 

指令班 

（指令課

長） 

 

（別紙その１） 

部等 室等 部長が指名する職員の課等 

危機管理部 危機管理室 防災企画課・防災指導課・危機管理課 

市民部 市民総室 総務課・中道支所・上九一色出張所 

産業部 産業総室・農林振興室 総務課・農政課・就農支援課・林政課 

まちづくり部 まちづくり総室・まち整備

室・まち保全室 

総務課・建築指導課・道路河川課 

上下水道部 全室  

消防部  各署 

 

（別紙その２） 

部等 室等 部長が指名する職員の課等 

危機管理部 危機管理室 防災企画課・防災指導課・危機管理課（危

機管理担当課長を含む。）秘書課・シティ

プロモーション課 

総務部 総務総室・行政管理室・契 総務課・情報政策課・職員課・契約課・管
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約管財室 財課 

市長室 全課 

企画部 全室 全課 

市民部 市民総室・市民協働室 総務課・協働推進課・中道支所・上九一色

出張所 

福祉保健部 全室 全課 

子ども未来部 子ども未来室 全課 

環境部 環境総室 総務課 

産業部 全室 総務課・農政課・就農支援課・林政課・農

業委員会事務局 

まちづくり部 

（リニア交通政策監

を含む。） 

全室 全課 

市立病院（事務局）

部 

病院事務総室 総務課 

教育部 全室 全課（学校事務局・図書館を含む。） 

上下水道部 全室 全課 

消防部 甲府地区広域行政事務組合消防計画による。 
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甲府市地震災害警戒本部 
 

甲府市地震災害警戒本部規程第１号 

 甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成３１年４月２４日 

 

 

                  甲府市地震災害警戒本部長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市地震災害警戒本部活動規程（昭和５４年１１月地震災害警戒本部規程第 1号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「危機管理室長（危機管理班長）」の次の「、都市戦略室長」を削

り、「危機管理室担当課長班長、都市戦略班長、中核市推進班長及びシティプロモー

ション班長」を「危機管理室担当課長班長及びシティプロモーション班長」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

 

別表第１ 

名称 分掌事務 摘要 

部（部

長） 

室等（室

長等） 

班（班長） 

危機管理

部 

（危機管

理監） 

 

危機管理

室 

（危機管

理室長） 

防災企画班 

（防災企画課

長） 

１ 災害対策本部の設置、運営及び庶務に関するこ

と。 

２ 本部員会議に関すること。 

３ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 防災行政無線の運用統制に関すること。 

５ 災害状況及び救助活動の記録統計に関するこ

初動体制

職員の分

掌事務等

は、本部

長が別に

定める。 
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 と。 

６ 警戒区域の設定に関すること。 

７ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難

指示の発令に関すること。 

８ 災害時の相互援助協定に関すること。 

９ 地域連絡所との連絡調整に関すること。 

１０ 自衛隊その他関係機関への派遣及び応援要請

に関すること。 

１１ 県、指定地方行政機関及び指定地方公共機関

その他関係機関との連絡に関すること。 

１２ 災害救助法の適用要請及び県との連絡に関

すること。 

１３ 災害救助費の経理に関すること。 

１４ 被災者台帳の作成に関すること。 

１５ 避難行動要支援者名簿に関すること。 

１６ 同報無線による情報伝達に関すること。 

防災指導班 

（防災指導課

長） 

防災企画班への応援に関すること。 

危機管理班 

（危機管理課

長） 

１ 本部員への連絡招集に関すること。 

２ 職員の非常招集及び解散の決定に関すること。 

３ 自衛隊その他関係機関への派遣及び応援判断に

関すること。 

４ 連絡室長会議に関すること。 

５ 受援（総合）に関すること。 

危機管理担当課

長班 

（危機管理担当

課長） 

本部員への連絡招集に関すること。 

総務部 

（総務部

長） 

議会事務

局長は、

総務部長

を補佐す

総務総室 

（総務総

室長） 

 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被害状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

５ 重要書類、データの退避（自治研修センター）

に関すること。 
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る。 法制班 

（法制課長） 

部内各班への応援に関すること。 

行政管理

室 

（行政管

理室長） 

職員班 

（職員課長） 

１ 職員の服務及び出勤に関すること。 

２ 災害応急対策等に係る求人に関すること。 

３ 職員の安否及び職員の被災状況の調査に関する

こと。 

４ 職員の健康管理に関すること。 

事務効率班 

（事務効率課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

情報政策班 

（情報政策課

長） 

１ 情報システム・ネットワークの稼動確認及び復

旧対応に関すること。 

２ 部内各班への応援に関すること。 

契約管財

室 

（契約管

財室長） 

 

契約班 

（契約課長） 

災害応急対策に要する資機材、生活必需品、医薬品

及び燃料等の調達に関すること。 

指導検査班 

（指導検査課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

指導検査担当課

長班 

（指導検査担当

課長） 

財産活用班 

（財産活用課

長） 

１ 公有財産（土地・建物）の統括管理に関するこ

と。 

２ 公有財産（建物）の保険契約に関すること。

（他の課等業務に属するものを除く。） 

管財班 

（管財課長） 

１ 資機材等の緊急輸送に関すること。 

２ 庁用自動車の配車及び民間自動車の借上げに関

すること。 

３ 緊急通行車両の確認申請等に関すること。 

４ 庁内自衛消防隊の活動に関すること。 

５ 庁舎設備の管理・復旧に関すること。 

市長室 

（市長室

長） 

秘書班 

（秘書課長） 

１ 本部長等の被災地の視察に関すること。 

２ 国及び県関係者の応接に関すること。 

３ 市議会との連絡に関すること。 

４ その他渉外に関すること。 
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市民の声担当課

長班 

（市民の声担当

課長） 

秘書班への応援に関すること。 

シティプロモー

ション班 

（シティプロモ

ーション課長） 

１ 災害応急対策の広報に関すること。 

２ 災害状況の記録撮影に関すること。 

３ 報道機関に対する情報提供、協力要請及びその

他連絡に関すること。 

議会事務

総室 

（議会事

務総室

長） 

議会総務班 

（総務課長） 

１ 市議会議員との連絡に関すること。 

２ 部内各班への応援に関すること。 

議事調査班 

（議事調査課

長） 

企画部 

（企画部

長） 

企画総室 

（企画総

室長） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

企画班 

（企画課長） 

部内各班への応援に関すること。 

国際交流班 

（国際交流課

長） 

企画経営

室 

（企画経

営室長） 

行政経営班 

（行政改革課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

財政班 

（財政課長） 

１ 本部活動費の経理に関すること。 

２ その他災害の経理に関すること。 

記念事業

室 

（記念事

業室長） 

開府５００年企

画班 

（開府５００年

企画課長） 

部内各班への応援に関すること。 

開府５００年事

業班 

（開府５００年

事業課長） 
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市民部 

（市民部

長） 

税務統括

監は、市

民部長を

補佐す

る。 

市民総室 

（市民総

室長） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況の取りまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

市民班 

（市民課長） 

１ 避難所及び避難地の設置、管理及び運営に関す

ること。 

２ 避難者及び被災者の収容に関すること。 

３ 炊き出しその他食料品等の配給に関すること。 

４ 避難状況の本部への報告に関すること。 

５ 安否情報の提供。 

国民健康保険班 

（国民健康保険

課長） 

市民班への応援に関すること。 

中道支所班 

（中道支所長） 

１ 支所内自衛消防隊に関すること。 

２ 市民班への応援に関すること。 

上九一色出張所

班 

（上九一色出張

所長） 

１ 出張所内自衛消防隊の活動に関すること。 

２ 市民班への応援に関すること。 

市民協働

室 

（市民協

働室長） 

消費生活班 

（消費生活課

長） 

部内各班の応援に関すること。 

協働推進班 

（協働推進課

長） 

１ 地域内の情報収集及び伝達に関すること。 

２ 被災者の要望及び陳情の受付に関すること。 

３ 災害ボランティアの支援に関すること。 

地域支援担当班 

（地域支援担当

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

人権男女参画班 

（人権男女参画

課長） 

総務班への応援に関すること。 

課税管理

室 

（課税管

理室長） 

市民税班 

（市民税課長） 

１ 住家等の被害状況調査に関すること。 

２ 罹災台帳の作成及び罹災証明書の交付に関する

こと。 資産税班 

（資産税課長） 
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収納管理

室 

（収納管

理室長） 

収納班 

（収納課長） 

１ 住家等の被害状況調査に関すること。 

２ 罹災台帳の作成及び罹災証明書の交付に関する

こと。 滞納整理班 

（滞納整理課

長） 

選挙管理

委員会事

務局 

（選挙管

理委員会

事務局

長） 

選挙管理委員会

事務局班 

（選挙管理委員

会事務局長） 

部内各班への応援に関すること。 

監査委員

事務局 

（監査委

員事務局

長） 

監査委員事務局

班 

（監査委員事務

局長） 

部内各班への応援に関すること。 

福祉保健

部 

（福祉保

健部長） 

福祉保健

総室 

（福祉保

健総室

長） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況の取りまとめに関すること。 

４ 社会福祉関係施設の被害調査及び応急対策に関

すること。 

５ 社会事業団体及び奉仕団等の連絡に関するこ

と。 

６ 食料・生活必需物資の調達・配送・配分に関す

ること。 

７ 義援金の受付及び配分計画に関すること。 

８ 受援（部内）に関すること。 

指導監査班 

（指導監査課

長） 

部内各班への応援に関すること。 
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健康支援

センター 

（保健所

長） 

健康政策班 

（健康政策課

長） 

１ 市保健医療救護対策本部の設置・運営及び庶

務、対策本部会議の招集・開催に関すること。 

２ 県、市災害対策本部及び他の地区保健医療救護

対策本部、関係機関等との連携に関すること。 

３ 市保健医療教護対策本部職員及び医療スタッフ

等の職員管理、庁舎管理、通信管理に関するこ

と。 

４ 災害医療情報等の広報、周知に関すること。 

５ 市保健医療救護対策本部長の補佐に関するこ

と。  

６ その他、災害管理機関等との調整・渉外に関す

ること。 

健康増進班 

（健康増進課

長） 

１ 医療機関等への訪問調査に関すること。 

２ 医療依存度の高い難病患者等の安否確認・対応

に関すること。 

３ 医療救護所の（設置、）運営に関すること。 

４ 医療救護班の指揮に関すること。 

５ 巡回健康相談チームの編成・派遣に関するこ

と。 

６ 感染症、防疫対策の指揮・指示・実施に関する

こと。 

７ 避難所の医療ニーズ調査の代行に関すること。 

８ 感染症、食中毒等防止対策の指導、実施に関す

ること。 

９ その他、災害時の対人保健に関すること。 

精神保健担当班 

（精神保健担当

課長） 

健康増進班の応援に関すること。 

母子健康班 

（母子健康課

長） 

健康増進班の応援に関すること。 

 

医務感染症班 

（医務感染症課

長） 

１ 医療、災害情報などの収集、伝達、記録（クロ

ノロジー）に関すること。 

２ EMISを活用した、現地情報・医療機関等の情報

収集・分析に関すること。 

３ 医療スタッフ等の派遣要請に関すること。 
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４ DMAT、DPAT、DHEAT、災害医療コーディネータ

ーの受入れの県との協議に関すること。 

５ 透析等特殊医療の情報収集・対応に関するこ

と。 

６ 市三師会等関係団体との調整に関すること。 

７ 医療スタッフ、傷病者等の搬送体制の確保・調

整及び搬送支援に関すること。 

８ その他、災害医療関係の確保・調整に関するこ

と。 

感染症担当班 

（感染症担当課

長） 

医務感染症班の応援に関すること。 

 

生活衛生薬務班 

(生活衛生薬務

課長) 

 

１ 医薬品、医療資機材等の調達・調整・搬送体制

の確保に関すること。 

２ 医療専門ボランティアの募集窓口への協力に関

すること。 

３ 災害による遺体の処理に関すること。 

４ その他、災害時の対物保健に関すること。 

長寿支援

室 

（長寿支

援室長） 

生活福祉班 

（生活福祉課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

高齢者福祉班 

（高齢者福祉課

長） 

１ 避難行動要支援者等に関すること。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

介護保険班 

（介護保険課

長） 

１ 避難行動要支援者等に関すること。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

介護予防班 

(介護予防課長) 

障がい福祉班 

（障がい福祉課

長） 

会計室 

（会計室

長） 

会計班 

（会計室長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 義援金の受け入れに関すること。 

子ども未

来部 

子ども未

来総室 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 
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（子ども

未来部

長） 

（子ども

未来総室

長） 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況の取りまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

子ども政策担当

班 

（子ども政策担

当課長） 

部内各班への応援に関すること。 

子ども支援班 

（子ども支援課

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 幼児教育センターにおける児童等の安全確保に

関すること。 

子ども保育班 

（子ども保育課

長） 

１ 児童の安全確保に関すること。 

２ 児童館の安全確保に関すること。 

３ 放課後児童クラブの安全確保に関すること。 

母子保健班 

（母子保健課

長） 

福祉保健部健康増進班の応援に関すること。 

環境部 

（環境部

長） 

甲府・峡

東地域ご

み処理施

設事務組

合事務局

長は、環

境部長を

補佐す

る。 

環境総室 

（環境総

室長） 

 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況の取りまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

５ 来庁者の避難誘導に関すること。 

６ 庁用自動車の移動に関すること。 

７ 重要書類、データの退避に関すること。 

環境保全班 

（環境保全課

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 災害廃棄物の処理について住民への広報・相談

に関すること。 

３ 原子力災害発災時における緊急時モニタリン

グ活動に関すること。 

４ 大気中のアスベスト濃度の緊急モニタリング

に関すること。 

５ 石綿露出状況等の緊急調査に関すること。 

廃棄物対

策室 

（廃棄物

対策室

減量班 

（減量課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 廃棄物の区分・処理方法についての住民への指

導、相談に関すること。 

３ 指定管理者制度導入施設（リサイクルプラザ）
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長） 

 

における施設利用者等の安全確保に関すること。 

収集衛生班 

（収集衛生課

長） 

１ 避難所及び一般家庭から排出される、ごみ・が

れき等の収集及び運搬に関すること。 

２ ごみ・がれき等の臨時集積所の設置と管理に関

すること。 

３ 避難所の仮設トイレ及び一般家庭から排出され

るし尿等の収集及び運搬に関すること。 

４ 防疫のための被災地域の消毒指導及び実施に関

すること。 

５ 支援業者への収集運搬委託事務に関すること。 

廃棄物対策班 

（廃棄物対策課

長） 

１ 避難所及び一般家庭から排出される、ごみ・が

れき等の処理に関すること。 

２ ごみ・がれき等の仮置場の設置と管理に関する

こと。 

３ がれきの分別、処理に関すること。 

４ 避難所及び一般家庭から排出される、し尿等の

処理に関すること。 

５ 処理施設の点検、被災施設の復旧に関するこ

と。 

６ 支援業者への処理委託業務に関すること。 

産業部 

（産業部

長） 

産業総室 

（産業総

室長） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策及び被害

状況の取りまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

雇用創生班 

（雇用創生課

長） 

観光班への応援に関すること。 

観光商工

室 

（観光商

工室長） 

観光班 

（観光課長） 

１ 帰宅困難者、滞留者の保護に関すること。 

２ 観光関係の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

商工班 

（商工課長） 

１ 商工業関係の被害状況の調査及び応急対策に関

すること。 

２ 被害に伴う金融対策等の相談、指導に関するこ

と。 
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農林振興

室 

（農林振

興室長） 

農政班 

（農政課長） 

１ 農耕地の被害状況調査及び応急対策に関するこ

と。 

２ 農業団体等との連絡調整に関すること。 

３ 気象情報等の収集・危険箇所の巡視、農道、農

業用施設等の被害状況調査及び応急工事、復旧工

事に関すること。 

４ 農業集落排水施設の被害状況調査及び復旧工事

に関すること。 

就農支援班 

（就農支援課

長） 

１ 農作物・園芸施設の被害状況調査及び応急対策

に関すること。 

２ 家畜の応急対策、応急救護及び防疫に関するこ

と。 

３ 農業団体等との連絡調整に関すること。 

４ 園芸施設等の被災証明書の交付に関すること。 

林政班 

（林政課長） 

森林、山崩れ等の被害状況の調査及び応急対策に関

すること。 

市場経営

室 

（市場経

営室長） 

経営管理班 

（経営管理課

長） 

１ 市場の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 市場の庶務に関すること。 

３ 市場の管理に属する施設等への応急対策の指示

及び被害状況のとりまとめに関すること。 

４ 市場流通機能の応急対策に関すること。 

５ 生鮮食料品の市民への供給措置及びその指示に

関すること。 

６ 場内各業者との情報収集伝達等に関すること。 

農業委員

会事務局 

（農業委

員会事務

局長） 

農業委員会事務

局班 

（農業委員会事

務局長） 

部内各班への応援に関すること。 

まちづく

り部 

（建設部

長） 

リニア交

通政策監

は、まち

まちづく

り総室 

（まちづ

くり総室

長 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

住宅班 

（住宅課長） 

市営住宅の被害状況調査並びに応急対策に関するこ

と。 

- 176 -



づくり部

長を補佐

する。 

 

 

 

空き家対策班 

（空き家対策課

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 危険な空家等の所有者への指導等に関するこ

と。 

産業立地班 

（産業立地課

長） 

総務班への応援に関すること。 

まち整備

室 

（まち整

備室長） 

都市計画班 

（都市計画課

長） 

１ 区画整理区域内の応急対策に関すること。 

２ 被災宅地危険度判定に関すること。 

 

立地適正化担当

課長班 

（立地適正化担

当課長） 

部内各班への応援に関すること。 

都市整備班 

（都市整備課

長） 

１ 都市計画道路、橋梁等の被害状況調査に関する

こと。 

２ 都市計画道路、橋梁等の応急修理に関するこ

と。 

３ 警戒区域の状況の防災班への伝達に関するこ

と。 

４ 交通規制への協力及び交通安全に関すること。 

建築指導班 

（建築指導課

長） 

１ 災害時の建築指導に関すること。 

２ 被災者に対する建築相談に関すること。 

３ 建築基準法（昭和25年法律第201号）の施行に

関する報告に基づき「災害時の報告」をするため

の調査に関すること。 

４ 住宅金融支援機構の災害住宅貸付に伴う特別な

建築確認審査業務に関すること。 

５ 非常災害時における仮設建築物に対する制限の

緩和をする区域(建築基準法第85条)を指定する業

務に関すること。 

６ 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

区画整理班 

（区画整理課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

まち保全

室 

公園緑地班 

（公園緑地課

公園、動物園等施設の被害状況調査及び応急対策に

関すること。 
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（まち保

全室長） 

長） 

道路河川班 

（道路河川課

長） 

１ 河川及び道路の被害状況の収集、伝達及び報告

に関すること。 

２ 災害時に必要な機械器具、車両及び材料等の調

達並びに保管に関すること。 

３ 災害時の堆積土砂の搬出等の整理に関するこ

と。 

４ 障害物の除去に関すること。 

５ 放置車両の移動に関すること。 

６ 道路の応急措置に関すること。 

７ 水門等の災害復旧工事に関すること。 

８ 災害による河川水路等の復旧工事に関するこ

と。 

建築営繕班 

（建築営繕課

長） 

１ 緊急収容施設の建築に関すること。 

２ 応急仮設住宅の建築等に関すること。 

３ 応急修理資材の調達及び配給に関すること。 

４ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

５ 市有財産及び営造物の被害状況調査並びに応急

対策に関すること。 

地籍調査班 

（地籍調査課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

リニア交

通室 

（リニア

交通室

長） 

リニア政策班 

（リニア政策課

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 交通関係機関との連絡調整に関すること。 

交通政策班 

(交通政策課長) 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 交通関係機関との連絡調整に関すること。 

病院部 

（病院長 

の指名す 

る副院

長） 

他の副院

長及び事

病院事務

総室 

（病院事

務総室

長） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への情報伝達及び応急

対策の指示に関すること。 

４ 職員の動員に関すること。 

経営企画班 

（経営企画班

長） 

医事班 

（医事課長） 
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務局長

は、部長

を補佐す

る。 

 

診療班 

（診療部長） 

１ 外来入院患者に対する応急対策の実施に関する

こと。 

２ 医薬品その他衛生資材の確保に関すること。 

３ 移動医療に関すること。 

４ その他医療全般に関すること。 

診療支援班 

（診療支援部

長） 

医療支援センタ

ー班 

（医療支援セン

ター長） 

医療班への応援に関すること。 

放射線班 

（放射線部長） 

診療班及び診療支援班への応援に関すること。 

薬剤班 

（薬剤部長） 

看護班 

（看護部長） 

総合相談センタ

ー班 

（総合相談セン

ター長） 

医事班への応援に関すること。 

医療総合研修セ

ンター班 

（医療総合研修

センター長） 

診療班への応援に関すること。 

医療安全管理班 

（医療安全管理

部長） 

経営改善対策班 

（経営改善対策

部長） 

上下水道

部 

（業務部

長） 

工務部長

は、業務

業務総室 

（業務総

室長） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 

４ 部に係る災害予算及び経理に関すること。 

５ 応急対策の計画推進に関すること。 

経営企画班 

（経営企画課

長） 
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部長を補

佐する。 

６ 上水道、下水道の被害状況の記録統計に関する

こと。 

７ 災害時に必要な機械器具、車両、材料等の調達

及び保管に関すること。 

８ 節水、断水及び給水の宣伝に関すること。 

９ 受援（部内）に関すること。 

１０ 避難誘導に関すること。 

工事検査班 

（工事検査課

長） 

契約管財室指導検査班の事務。 

営業管理

室 

（営業管

理室長） 

営業班 

（営業課長） 

応急給水に関すること。 

 

給排水班 

（給排水課長） 

工務総室 

（工務総

室長） 

計画班 

（計画課長） 

総務班への応援に関すること。 

水道管理

室 

（水道管

理室長 

 

水保全班 

（水保全課長） 

１ 飲料水の補給に関すること。 

２ 水源の確保に関すること。 

３ 送・配水施設の応急復旧に関すること。 

４ 各配水系統別の配水計画、配水弁等の調整並び

に各施設の連絡、統計及び報告に関すること。 

５ 取・導・浄水施設の応急復旧に関すること。 

６ 水質の検査及び保持に関すること。 

７ 工事指定店の動員体制の確認に関すること。 

８ 簡易水道施設等に関すること。 

水道班 

（水道課長） 

 

浄水班 

（浄水課長） 

下水道管

理室（下

水道管理

室長） 

下水道班 

（下水道課長） 

１ 処理施設の被害状況調査、応急措置及び修繕に

関すること。 

２ 下水道管きょの被害状況調査及び緊急措置に関

すること。 

３ 下水道施設の災害に伴う応急復旧に関するこ

と。 

浄化センター班 

（浄化センター

課長） 

教育部 

（教育部

長） 

教育総室 

（教育総

室長） 

総務班 

（総務課長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対策の指示及

び被災状況のとりまとめに関すること。 
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４ 受援（部内）に関すること。 

学校教育班 

（学校教育課

長） 

１ 災害発生時における児童、生徒の避難及び応急

教育指導に関すること。 

・登校、下校に関すること。 

・緊急避難に関すること。 

・臨時休業に関すること。 

・各学校の被災状況及び被災児童、生徒の実態調

査に関すること。 

・授業再開までの諸調査に関すること。 

２ 教科書、教材文房具等の交付に関すること。 

３ 保健衛生に関すること。 

４ 学校給食に関すること。 

学事班 

（学事課長） 

１ 学校教育班への応援に関すること。 

２ 各学校の被災状況及び被災児童、生徒の実態調

査に関すること。 

３ 保健衛生に関すること。 

４ 学校給食に関すること。 

教育施設班 

（教育施設課

長） 

１ 建設まちづくり部建築営繕班の事務。 

２ 各学校の被災状況及び被災児童、生徒の実態調

査に関すること。 

甲府商業高等学

校事務局班 

（甲府商業高等

学校事務長） 

学校教育班への応援に関すること。 

 

甲府商科専門学

校事務局班 

（甲府商科専門

学校事務長） 

 

生涯学習

室 

（生涯学

習室長） 

生涯学習班 

（生涯学習課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

歴史文化財班 

（歴史文化財課

長） 

１ 文化財の被害状況の調査及び保全措置に関する

こと。 

２ 文化施設の利用者の避難誘導に関すること。 
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スポーツ班 

（スポーツ課

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ スポーツ施設の利用者の避難誘導に関するこ

と。 

図書館班 

（図書館長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 図書館の利用者の避難誘導に関すること。 

消防部 

（甲府地

区広域行

政事務組

合消防

長） 

広域行政

事務組合

事務局長

は、消防

長を補佐

する。 

 総務班 

（総務課長） 

甲府地区広域行政事務組合消防計画による。 甲府市

消防団

は、消

防部に

属す

る。 

警防班 

（警防課長） 

 

救急救助班 

（救急救助課

長） 

消防班 

（所轄署長） 

 

企画班 

（企画課長） 

人事班 

（人事課長） 

予防班 

（予防課長） 

指令班 

（指令課長） 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

輿 石 十 直 

甲府市監査委員に選任する 

常勤とする 

 

大 塚 千 恵 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市長直轄組織市長室ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課主任を命ずる 

 

                           石 坂   充 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市長直轄組織危機管理室防災企画課主事を命ずる 

 

深 澤   光 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

総務部行政管理室情報政策課主事を命ずる 

 

秋 山 益 貴 

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

企画部企画総室企画課課長補佐を命ずる 

任期は平成３４年３月３１日までとする 

まちづくり部まち整備室都市計画課兼務を命ずる 

 

齊 藤 祥 平 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

企画部企画総室企画課主事を命ずる 

任期は平成３４年３月３１日までとする 
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杵 川 義 弘 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室市民課主任を命ずる 

 

平 賀 大 介 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室市民課主事を命ずる 

 

吹 田 孝 輔 

佐 藤   碧 

小 倉   萌 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室国民健康保険課主事を命ずる 

 

 

中 矢 亜有実 

成 島 和香奈 

内 藤 正 裕 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部課税管理室市民税課主事を命ずる 

 

米 倉 颯 太 

笹 野 桃 子 

髙 橋 涼 太 

上 田 誠 斗 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部課税管理室資産税課主事を命ずる 

 

小田切 大 河 

事務職員に採用する 
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行政事務職を命ずる 

市民部収納管理室収納課主事を命ずる 

 

山 田 和 人 

勝 俣 光 司 

水 野 孝 英 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部収納管理室滞納整理課主事を命ずる 

 

渡 邊 拓 也 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室総務課主事を命ずる 

 

飯 沼 柚 香 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室総務課主事を命ずる 

任期は平成３４年３月３１日までとする 

 

返 田 修 平 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部福祉保健総室指導監査課主事を命ずる 

 

古 屋 好 美 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

福祉保健部健康支援ｾﾝﾀｰ室長（保健所長）を命ずる 

 

小 林 由 美 

三 枝   亨 

佐々木 静 香 

堀 内 朋 美 
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赤 坂 朋 美 

（各通） 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

福祉保健部健康支援ｾﾝﾀｰ健康増進課技師を命ずる 

 

河 西 文 子 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

福祉保健部健康支援ｾﾝﾀｰ医務感染症課長を命ずる 

 

浅 山 光 一 

技術職員に採用する 

獣医師を命ずる 

福祉保健部健康支援ｾﾝﾀｰ生活衛生薬務課長を命ずる 

 

表   修 平 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部長寿支援室生活福祉課主事を命ずる 

 

佐 藤 純 平 

上 村 亮 太 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部長寿支援室高齢者福祉課主事を命ずる 

 

河 野 みゆき 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部長寿支援室高齢者福祉課主事を命ずる 

任期は平成３４年３月３１日までとする 

 

有 泉 真 里 

山 本 泰 司 

- 186 -



清 水 俊 博 

中 尾 大 輔 

倉 澤   翔 

加 藤 彩由美 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部長寿支援室介護保険課主事を命ずる 

 

詫 間 和 美 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

事務職員に採用する 

社会福祉士を命ずる 

福祉保健部長寿支援室介護保険課主事を命ずる 

任期は平成３４年３月３１日までとする 

 

渡 邉 明日香 

浅 川 裕 美 

長 澤 健太郎 

笹 本 大 貴 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉保健部長寿支援室障がい福祉課主事を命ずる 

 

德 嶽 まゆみ 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室総務課主事を命ずる 

任期は平成３４年３月３１日までとする 

 

川 崎 奈 緒 

細 入 まゆき 

東   祐之介 

堀 内   龍 
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（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども支援課主任を命ずる 

 

加賀美   耕 

村 田 倫 歩 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

 

泉   紗 恵 

藤 森 望 生 

（各通） 

事務職員に採用する 

保育士を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

 

丸 山 晴 香 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 

 

山 下 貴美子 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

技術職員に採用する 

助産師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 

任期は平成３４年３月３１日までとする 

 

山 本 恵 子 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 
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任期は平成３４年３月３１日までとする 

 

四 條 陽 貴 

豊  昌 之 

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

環境部廃棄物対策室廃棄物対策課主事を命ずる 

 

土 屋 千恵理 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

産業部観光商工室商工課主事を命ずる 

任期は平成３４年３月３１日までとする 

 

戸 嶋 夢 歩 

百 瀬 あす香 

（各通） 

技術職員に採用する 

農業職を命ずる 

産業部農林振興室農政課技師を命ずる 

 

田 中 一 夫 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

産業部農林振興室就農支援課主事を命ずる 

任期は平成３２年３月３１日までとする 

 

森 田 逸 斗 

技術職員に採用する 

建築職を命ずる 

まちづくり部まち整備室建築指導課技師を命ずる 

 

仲 川 拓 身 
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北 浦 稜 太 

（各通） 

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち保全室道路河川課技師を命ずる 

 

前 嶋 大 地 

望 月 和 也 

（各通） 

技術職員に採用する 

建築職を命ずる 

まちづくり部まち保全室建築営繕課技師を命ずる 

 

青 山 香 喜 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院長を命ずる 

任期は平成３２年３月３１日までとする 

 

田 中 佳 祐 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部消化器内科医長を命ずる 

 

德 増 芳 則 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部循環器内科医長を命ずる 

 

                           丸 山 孝 教 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部外科部長を命ずる 

 

                           福 島 久 貴 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部外科医長を命ずる 
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                           山 本 卓 典 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部耳鼻咽喉科長を命ずる 

 

                           曽 根 絵 梨 

技術職員に採用する 

歯科医師を命ずる 

市立甲府病院診療部歯科口腔外科医師を命ずる 

 

                           山 田 亮 太 

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部循環器内科医師を命ずる 

 

                           森 川   翔 

技術職員に採用する 

歯科医師を命ずる 

市立甲府病院診療部麻酔科医師を命ずる 

 

小 泉 優 香 

技術職員に採用する 

臨床検査技師を命ずる 

市立甲府病院診療支援部技師を命ずる 

 

杉 浦 亜 季 

技術職員に採用する 

臨床工学技士を命ずる 

市立甲府病院診療支援部技師を命ずる 

 

酒 井 里 奈 

北 村 一 騎 

技術職員に採用する 

診療放射線技師を命ずる 

市立甲府病院放射線部技師を命ずる 

 

吉 岡 萌 絵 
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後 藤 佳 澄 

渡 辺 彩 乃 

大 沼 あやめ 

塩 澤 俊 樹 

松 村 梨 絵 

小 野 結 香 

山 下 圭 太 

（各通） 

技術職員に採用する 

看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

 

福 田 真 由 

伊 藤 舞 香 

（各通） 

技術職員に採用する 

助産師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

 

坂 本 幸 恵 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

教育委員会に出向させる 

 

長 田 孝 文 

甲府市一般職の任期付職員の採用及び 

給与の特例に関する条例第４条第１項に基づき 

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

任期は平成３２年３月３１日までとする 

教育委員会に出向させる 

 

三 浦 峻 太 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる 

 

清 水 隆 二 

- 192 -



保 坂 勇 飛 

雨 宮 良 太 

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

以  上  発 令 日  平成３１年 ４月 １日 

 

 

（教育委員会） 

青 木   央 

坂 本 貴 彦 

（各通） 

事務職員に採用する 

指導主事を命ずる 

教育部教育総室学校教育課課長補佐を命ずる 

 

田 邉   健 

事務職員に採用する 

指導主事を命ずる 

教育部教育総室学校教育課係長を命ずる 

以  上  発 令 日  平成３１年 ４月 １日 
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